
ｊ

タ
４
‐
史
研
ｔ
作
ぶ

昭
和
十
’
五
年
十
二
月
獲
行

金
代
に
於
け
る
黄
河
の
氾
濫
と
土
地
問
題

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

外

　
　

山

　
　

軍

　
　

治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛
序

　
　
　
　
　

言

　

本
篇
の
目
的
は
二
つ
に
分
刄
る
。
一
は
、
金
代
に
於
け
る
黄
河
の
氾
濫
、
そ
れ
に
基
く
河
道
の
愛
遷
の
状
況
を
開
明
す
る
に
あ
り

二
。
は
＾
黄
河
の
氾
濫
、
河
道
の
愛
遷
に
よ
っ
て
生
じ
た
土
地
問
題
を
窺
ふ
に
。
あ
る
。
前
者
。
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
黄
河
下
流
の
河
道
は

　
　

・

　

一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

古
来
幾
便
遷
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
主
流
の
方
向
に
は
便
り
は
な
く
、
東
北
流
し
て
海
に
注
』
で
ゐ
た
の
で
あ
る
が
、
゛
金
代
に
入
っ
て

始
め
て
全
く
方
向
を
便
へ
て
東
南
流
す
る
に
至
っ
た
。
従
っ
て
金
代
は
黄
河
々
道
愛
遷
史
上
震
要
覗
せ
ら
る
べ
き
時
代
で
あ
る
に
も

か
～
は
ら
す
、
意
外
に
も
考
究
か
な
さ
れ
て
ゐ
な
仙
。
又
後
者
に
つ
い
て
言
へ
ば
、
黄
河
の
氾
濫
、
特
に
そ
れ
が
劇
し
い
場
合
に
河

道
忙
便
化
を
来
す
の
で
あ
名
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
す
る
土
地
問
題
－
―
水
劣
後
の
土
地
の
争
奪
、
土
地
整
理
。
等
の
如
き
Ｉ
は
、

黄
河
‐
の
氾
濫
が
あ
っ
た
各
時
代
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
こ
と
な
が
ら
、
金
代
に
於
て
は
、
北
支
那
の
黄
河
下
流
域
の
地
方
に
移
住
し
た

支
配
民
族
で
あ
る
女
真
人
と
、
被
支
配
民
族
で
あ
る
原
住
の
漢
人
を
が
、
さ
な
き
だ
に
土
地
を
中
心
と
し
て
反
目
し
あ
っ
て
ゐ
た
際

　
　
　
　
　
　

～

　
　
　
　
　
　
　

゛

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

４

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

・
’

と
て
、
そ
の
問
題
は
他
の
時
代
に
見
ら
れ
な
い
複
雑
牲
を
も
っ
て
ゐ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ま
た
従
来
あ
ま
り
注
意

-－１



２

そ
ら
れ
て
ゐ
な
い
。
か
ｘ
る
主
題
の
下
に
一
文
を
草
す
る
所
以
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

　

五
代
以
降
時
々
氾
濫
し
て
ゐ
た
黄
河
は
、
北
宋
仁
宗
の
慶
暦
八
や
（
ち
に
ず
、
添
｀
肛
（
羅
録
彰
乱
心
５
　
昌
）

管
内
に
於
て
決
れ
、
今
河
北
省
大
名
置
の
東
方
を
北
々
東
に
流
れ
乾
寧
軍
｀
一
匹
皿
に
至
っ
て
海
に
注
ぐ
北
流
河
道
を
生
じ
、
大
名
の

東
北
よ
り
ヽ
東
々
北
に
流
れ
こ
海
に
入
る
東
流
河
道
と
二
蓑
に
分
れ
た
・
そ
の
後
度
々
心
河
決
妙
あ
り
ヽ
紳
宗
の
煕
寧
十
年
（
し
心
）

第一圖

　

北宋時代の河道

　

①

　

北涜河道

　

③

　

東洸河道

　

③‘北済河(済水斂逍)

　

④

　

南清河(泗水)より淮水に合せし河道

に
は
、
濃
州
Ｅ
Ｅ
四
の
曹
村
に
於
で
決
ぶ
、
北
流
は
断
絶
し
、

這
南
芒
ヽ
東
七
番
数
詣
詣
ヽ
謀
昌
讐
紗

渫
に
注
入
し
ご

淮
に
入
り
、
一
は
北
清
河
に
合
し
て
海
に
人
つ
た
が
、
翌
元
豊

元
年
ご

た
。
宋
の
政
治
家
の
中
、
王
安
石
一
涙
の
新
法
黛
が
、
北
流
河

道
を
塞
い
で
東
流
河
道
に
よ
ら
し
め
、
以
て
契
丹
の
南
進
に
對

す
る
防
禦
線
と
な
さ
ん
ふ
し
、
こ
れ
に
開
し
て
貴
々
た
る
論
議

を
生
じ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
る
。
然
る
に
哲
宗
の
元
符
二
年

（
貼
）
に
東
流
断
耀
し
、
徽
宗
の
崇
寧
四
具
に
）
ｓ
に
発

　
　
　
　
　

①

流
が
安
定
し
・
た
。
ど
の
時
代
は
、
従
来
東
北
流
し
て
ゐ
た
河
道

-
２

-

万……十j

　　

・

　　

①②

　　　

3

I

　

南滴

　　　　　　　　　　　

－
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３

が
滸
塞
し
て
、
河
が
ま
さ
に
道
を
東
南
に
求
＆
よ
う
と
紅
ぞ
っ
て
ゐ
た
時
化
で
あ
る
が
ヽ
女
翼
族
の
金
筒
は
、
か
う
し
た
状
態
に
あ

る
黄
河
を
う
け
っ
い
だ
の
で
あ
っ
た
・
（
″
″
Ｅ
個
）

　

一
一
一
五
年
、
北
海
の
Ｉ
．
角
に
典
っ
た
金
國
が
、
遼
を
滅
し
て
北
支
那
に
進
出
し
、
宋
室
を
江
南
に
策
拉
し
、
略
よ
淮
水
以
北
の

占
管
終
へ
た
の
は
ヽ
太
宗
の
冥
會
八
輿
詔
迂
雀
）
の
こ
と
で
あ
る
。
。
従
っ
て
黄
河
下
流
域
心
地
は
ヽ
こ
の
昨
以
来
私
服
領
既

に
入
る
こ
と
Ｘ
な
っ
た
譚
で
あ
る
が
、
『
黄
河
の
濁
流
は
北
支
那
の
新
し
い
統
治
者
の
前
に
如
何
に
そ
の
暴
威
を
示
し
た
で
あ
ら
う

か
。
。

　

金
人
は
黄
河
下
流
域
’
の
占
領
に
成
功
す
る
よ
り
も
二
年
前
の
天
會
六
年
（
J
4
1
1
＜
年
）
十
一
月
ヽ
早
く
も
黄
河
の
奔
流
に
匍
さ
れ

た
経
絵
を
も
っ
て
ゐ
る
。
金
宗
室
の
猛
将
完
顔
宗
翰
（
粘
竿
）
が
宋
の
残
存
勢
力
を
肌
逐
す
べ
く
、
北
宋
の
首
都
で
あ
っ
た
開
封
府

鸚
。
姦
あ
ん
と
し
・
た
に
對
し
、
宋
の
東
京
留
守
杜
充
ａ
ヽ
票
慧
詣
。
の
西
南
方
に
於
て
黄
河
南
岸
の
堤
防
を
決
っ
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｉ

の
西
進
を
阻
止
せ
ん
と
し
た
。
金
軍
は
洞
々
た
る
濁
流
に
馬
脚
を
阻
ま
れ
、
開
封
進
撃
を
敢
行
し
得
な
か
っ
た
こ
と
は
い
ふ
ま
で
も

な
い
・
こ
れ
は
北
流
河
道
の
泌
塞
に
よ
る
河
水
南
徒
の
。
傾
向
を
利
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
決
潰
戦
術
に
よ
っ
・
て
南
徒
の
勢
が
決

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑧

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ヽ

定
的
と
な
っ
た
と
い
ふ
鮎
で
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
よ
る
河
水
［
氾
濫
≪
･
、
金
軍
の
侵
入
、
北
宋
の
覆
滅
、
宋
室
の

南
遷
と
い
ふ
打
綾
く
大
受
動
に
痛
め
っ
け
ら
れ
た
黄
河
下
流
域
の
住
民
を
深
刻
忿
儒
饉
の
苦
み
に
陥
れ
た
。
そ
ａ
た
め
に
山
東
方
面

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　

④

　
　
　
　
　
　
　
　
　

士

に
は
群
盗
を
生
じ
、
惨
惜
た
る
烈
態
馳
現
蒔
し
た
の
で
あ
る
。

　

決
潰
の
場
處
は
、
記
寧
４
　
年
決
河
の
箇
處
で
あ
る
漣
州
の
曹
村
匹
馳
皿
皿

Ｌ

近
で
あ
っ
た
と
推
定
せ
ら
９
　
・
河
水
は
結
局
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｄ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

■

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一

れ
よ
り
東
南
に
流
れ
て
済
州
任
城
新
匹
皿
皿
内
で
泗
水
－
‐
一
名
清
河
、
今
大
運
河
の
線
に
同
じ
’
‐
－
に
合
し
、
淮
水
に
注
入
す
る

　
　
　
　
　
　

④

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

こ
ぞ
ｘ
な
っ
た
が
、
こ
の
河
道
は
そ
の
後
も
相
富
の
水
量
が
あ
っ
た
と
見
え
、
従
来
の
北
流
河
道
を
奮
河
と
い
ふ
の
に
對
し
、
面
河

-３



４

冷
に
‰
・
（
謔
圖
）
、

　

高
後
十
五
年
在
た
槃
・
皇
統
二
大
驚
Ｊ
竺
）
、
禁
臍
具
鰍
に
卜
い
金
鰍
踪
警
ぼ
■
ｔ
ｏ
他
・
諸
順
に
皆

そ
の
害
を
被
っ
た
と
い
ひ
、
同
五
年
、
李
固
渡
鸚
彗
に
貨
、
函
数
四
ヽ
高
悶
ヽ
轟
町
ヽ
宋
貼
緊
詣
荒
天

　
　
　
　
　
　
　
　

”

　
　
　
　
　
　

⑧

調
し
て
治
水
に
従
は
し
め
た
こ
と
が
傅
へ
ら
れ
る
。
前
者
は
、
天
會
六
年
末
の
決
潰
に
よ
っ
て
生
じ
た
新
河
の
氾
濫
と
考
へ
ら
れ
る

が
、
後
者
は
、
新
河
決
ロ
よ
り
も
少
し
く
上
流
の
地
に
於
け
る
河
決
に
よ
る
も
の
で
あ
り
つ
河
道
南
徒
の
勢
が
愈
£

と
と
を
知
る
０

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

、
、

氾
濫
に
よ
る
被
害
は
世
宗
の
治
世
に
入
っ
て
漸
く
大
き
く
な
る
。

大
定
六
１
　
ぺ
詣
Ｎ
）
胃
に
、
貨
論
≒
票
祭
器

城
騒
輪
一
『
作
蛾
噺
は
そ
の
被
害
を
し
ツ
そ
の
翌
七
年
に
は
、
河
水

が
東
平
府
管
内
の
壽
張
謳
城
皿
皿
球
丿
皿
駆
を
破
壊
し
匹
・
更
に
つ
ゞ

い
て
そ
の
翌
大
定
八
年
六
月
に
は
、
李
固
渡
で
決
れ
た
河
水
が
、
曹

州
城
慰
一
べ
一
丿
四
を
潰
し
．
、
輦
州
の
境
に
分
流
を
生
じ
匹
・
河
水
甘

　
　

．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

北
流
河
道
を
離
れ
南
流
の
勢
が
一
層
強
く
な
っ
た
．

　

’

　

こ
の
時
河
患
を
避
け
る
た
め
に
治
水
工
事
を
行
は
う
と
し
た
が
、

大
定
九
年
鄙
水
監
梁
粛
の
報
告
に
よ
る
と
、
し
新
河
は
水
六
分
ご
翁
河

は
水
四
分
と
い
ひ
、
河
南
統
軍
使
宗
斂
の
言
に
も
、
河
水
を
奮
河
道

に
か
へ
す
の
は
、
徒
ら
に
莫
大
な
経
費
を
要
す
る
ば
か
り
で
成
功
は

二回

　　

金初の河道第

北流河道(菖河l

　　　　

、

天會六年宋軍の決潰戦御こよっそ

生じすこ河道(新河)

の
④

４
-

　　　

天

　　　

津9④

　　

1

　　

南滴

　　　

i7濫

　

．

　　　

目嘩山梁）
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５

党
束
ｔ
い
、
と
い
ふ
の
で
、
結
局
梁
鴬
の
言
に
従
ひ
、
李
固
改
の
南
に
堤
防
を
築
い
て
氾
濫
を
防
ぐ
こ
と
ｘ
し
た
の
ち
訟
る
。

河
水
南
徒
、
の
勢
は
顕
著
と
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
ま
だ
は
っ
き
り
し
た
河
道
が
定
ら
な
い
の
で
、
そ
の
後
屡
よ
李
固
Ｍ
よ
.
O
-
j
＾
上
流

品
ぶ
鷲
・
大
定
十
一
年

（
詣
惣

噺

＾

i
｡
ｈ
:
5
今
河
南
ｌ
ｊ
し
'

&
/
1
.

≪

1

.

^
V

≪
.
.
(
_.

.

.
%

衛
匹
四
南
州
の
界
が
多
く
そ
の
害
を
被
圖

年
）
正
月
に
ぱ
孟
州
管
内
河
の
南
岸
の
地
と
思
は
れ
る
王
村
で
決
れ
ヽ
甫
京
匹
開
ヽ
孟
齢
一
一

Ｒ
ヽ
吉
七
１
　
司
頓
万
万
、
貿
゛
１
“
駄
７
呂
溝
゛
５
　
ヽ
配

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

－
―
ｌ
ｌ

定
二
４
　
年
北
は
蕎
州
及
び
延
津
匹
四
四
、
京
東
の
諸
婦
に
於
て
決
れ
、
瀾
漫
し
て
錨
徳
府
齢
皿
皿

四

至
っ
た
。

　
　

と
こ
ろ
が
そ
の
翌
大
定
二
十
一
年
か
ら
北
流
の
・
勢
が
復

５
　

、
二
十
六
年
八
月
に
は
、
衛
州
堤
に
決
れ
、
衛
州
城
縮
丿
弩
、

辨
勢
氾
濫
し
７
大
豆
一
″
一
心
に
及
巧
衛
よ
り
清
'
ｔ
ｅ
ｒ
ｎ
洽
駄
一
お
に
至
る
ま
ヤ
そ
Ｑ
害
を
ｍ
づ
灘
の
ｒ
礼

子
聶
鰍
ヽ
兵
役
慄
・
限
に
９
　
ヽ
二
十
九
年
背
に
慧
昴
小
堤
の
北
に
溢
れ
た
。
か
く
て
は

要
な
河
北
、
山
東
の
地
が
荒
さ
れ
る
。
政
府
は
こ
れ
を
怖
れ
、
大
定
の
終
か
ら
章
宗
の
明
昌
五
年
頃
ま
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

　
　
　
　
　

⑩

治
し
≫
如
何
に
し
て
河
患
を
防
ぐ
か
に
つ
い
て
翼
剣
紀
な
っ
て
論
議
を
か
さ
ね
た
。

　

１
奉
（
詣
認
。
）
肯
、
１
娶
田
棟
片
南
望
仇
群
μ
語
誌
詣
讐
ヽ
喬
駄
瀧
に
於
迄
防
長

り
、
河
道
を
開
疏
す
る
こ
と
に
よ
づ
Ｖ
河
勢
凄
報
和
し
、
北
岸
の
培
村
昌
一
に
於
ｔ
宵
を
決
っ
了

工
賃
媒
悸
）
甕
清
乏
・
諮
畳
め
る
べ
き
こ
と
を
献
言
し
Ｅ
が
、
中
央
の
反
對
に
あ
っ
て
探
用
せ
ら
れ
な
か
っ
心
。
然
る
ｋ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

こ
の
年
八
月
陽
武
＜
r
-
Ｊ
Ｓ
ｆ
ｆ
ｉ
の
政
堤
に
決
れ
た
河
水
は
、
遂
に
自
ら
の
流
路
を
選
ぶ
に
至
っ
た
。
即
ち
、
陽
武
よ
.
o
封
陀
四
節
四
に
濯
い
で

東
し
、
梁
山
浦
に
流
入
し
て
二
派
に
分
れ
、
南
派
は
泗
水
に
合
し
て
清
河
口
に
於
て
淮
水
に
入
り
Ｉ
Ｉ
南
清
河
－
、
北
は
淡
水
故

道
Ｉ
北
清
河
Ｉ
を
流
れ
て
海
に
注
ぎ
、
北
流
は
全
く
断
絶
し
た
。
大
醍
、
田
榛
の
見
る
所
が
正
し
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が

河
道
愛
遷
史
上
重
奏
硯
せ
ら
れ
る
明
昌
の
河
。
決
？

５－-
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６

つ
た
。

　

章
宗
の
世
を
さ
か
ひ
と
し
て
、
金
は
非
常
な
難
局
に
直
面
し
た
。
蒙
古
軍
の
北
支
那
侵
入
に
よ
り
、
そ
の
重
座
に
た
へ
か
ね
た
宣

万
ヽ
忿
示
（
礁
劈
ず
認
太
）
、
中
都
よ
り
汁
京
に
溢
都
し
、
翌
年
無
慮
百
萬
と
い
は
れ
る
女
武
人
を
南
に
移
し
、
こ
ｘ

　
　
　
　
　
　

／

に
金
國
は
河
南
に
国
跨
す
る
こ
と
ｘ
な
っ
た
。
こ
の
時
、
北
流
河
道
を
復
活
し
た
な
ら
ば
、
山
東
、
大
名
等
路
は
河
の
南
に
入
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

河
北
諸
郡
も
そ
の
牛
ば
を
得
る
こ
と
に
な
り
、
攻
守
と
も
に
大
に
よ
ろ
し
い
、
と
い
ふ
名
案
を
出
し
た
も
の
も
あ
っ
た
が
、
勿
論
宣

行
に
至
ら
な
か
っ
た
。

こ
ｘ
に
注
意
す
べ
き
は
バ
宣
宗
の
興
定
元
年
（
匹
嬉
碇
廿
衣
Ｅ
壕

一
七
）
も
し
く
は
そ
れ
よ
り
以
前
の
或
る
時
期
に
於
て
、
開
封
の

し河逍

第Ξ圖

　　

金明昌五年以後の河道

　

①

　

北満河(済水故道)

　

②

　

南満河(泗水)よ!)淮水に合せ

　

③

　

興定元年頃に生じすこ河道

昔
よ
り
ヽ
窟
鸚
讐
四
雫
姦
ヽ
器
具
昌
作
讐

-６

南
ヽ
陽
山
島
器
皿
の
北
方
を
過
ぎ
て
東
南
流
し
、
ヽ
南
清
河
に

　
　
　

一

匹
し
た
と
思
は
れ
る
河
道
を
別
に
生
じ
て
ゐ
る
こ
と
で
あ
る
。
（
四

四
Ｊ興

定
四
年
に
於
け
る
釦
は
ヽ
唐
齢
匹
四
ヽ
鄙
四
部
最
も
は
げ

ヤ
ぶ
討
ヽ
具
町
あ
町
ヽ
轟
昌
司
ヽ
聶
町

毫
匹
奄
の
諸
州
ヽ
諭
徳
府
齢
｛
四
に
及
ん
だ
と
い
ふ
・
こ
れ
は
各

地
河
川
の
氾
濫
に
よ
る
も
の
で
、
罪
を
黄
河
ば
か
り
に
錨
す
る
こ

と
は
で
き
ま
い
が
、
し
か
し
、
前
述
の
開
封
の
北
よ
り
考
城
を
経
、

　　　　　　

津

　　　　　　　　

´

　　

1｀

　　　

jlo

　　

南濃

　　　　

。

　　　　　　

(連山梁)

Ｄ喩・



７

　

楚
丘
懸
の
南
、
陽
山
謳
の
北
方
を
過
ぎ
て
南
清
河
に
合
し
た
と
推
定
せ
ら
れ
る
黄
河
々
道
だ
ど
も
、
そ
の
片
棒
を
か
っ
い
で
ゐ
た
と

　

見
て
ょ
か
ら
う
。

　
　

金
の
國
運
も
漸
ぐ
末
に
近
づ
い
た
哀
宗
の
正
大
八
皐
詣
笥
ず
漂
太
）
、
河
靉
燃
に
詫
塾
い
お
、
モ
寫
晋

飾
徳
府
城
心
四
四
の
西
北
角
ｒ
あ
ら
う
か
。
窮
地
に
陥
れ
ら
れ
る
と
、
考
へ
る
こ
と
は
何
吼
も
同
じ
ミ

為

も
さ
か
ん
に
趾
潰
戦

　

術
を
利
用
し
た
。
そ
の
翌
九
年
、
。
諮
徳
㈲
が
蒙
古
軍
の
攻
園
を
う
け
た
際
、
金
軍
は
前
年
の
決
口
激
游
畑
を
決
ら
う
と
し
た
が
、
こ

　

れ
は
果
さ
す
、
か
へ
っ
て
こ
れ
を
水
攻
に
す
る
っ
烏
り
の
蒙
古
軍
が
同
處
を
決
っ
か
。
河
水
は
西
北
よ
り
下
っ
て
城
の
西
南
に
至
り

　

潭
水
故
道
に
入
り
ソ

　

て
南
清
河
に
ｔ
八
る
、
か
の
河
道
に
開
す
る
こ
と
ｘ
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
年
正
月
、
。
汁
京
に
於
て
も
河
水
を
決
っ
て
城
を
固
め
ん
と
１
　
　

　

て
果
さ
な
か
っ
た
と
傅
へ
‘
ら
れ
る
。

　

か
く
て
金
は
、
蒙
古
の
攻
準
に
潰
え
去
り
、
治
河
の
役
目
は
中
原
制
覇
の
雄
者
に
課
せ
ら
れ
た
任
務
と
し
て
元
朝
に
ひ
き
わ
禿
さ

れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二

　

上
述
し
に
た
所
に
よ
っ
て
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
る
災
害
が
、
時
代
的
に
見
れ
ば
世
宗
以
後
に
於
て
特
に
劇
し
く
、
そ
の
地
域
が
今
日

の
河
北
、
山
東
、
河
南
の
三
省
及
び
江
蘇
。
安
徽
雨
省
の
淮
水
以
北
、
即
ち
営
時
の
河
北
東
西
、
山
東
東
西
、
大
名
府
、
南
京
等
の

諸
路
に
亙
っ
て
ゐ
た
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
。
う
。
こ
れ
ら
の
諸
路
の
中
、
南
京
路
の
中
、
南
部
（
今
日
の
河
南
の
中
、
南
部
及
び
江
蘇

安
徽
の
淮
水
以
北
の
・
地
）
巧
地
廣
く
人
稀
れ
４
ｉ
地
域

Ｒ

７－-



∂

密
な
部
分
で
あ
っ
た
。
煕
宗
、
海
陵
王
の
時
代
、
中
原
に
迷
し
た
女
真
人
の
数
は
凡
そ
二
百
萬
口
に
近
い
。
と
推
定
そ
ら
れ
る
が
、
そ

の
大
部
分
は
、
漢
人
の
多
く
仕
む
河
北
、
山
東
、
大
名
及
び
南
京
路
の
北
部
の
地
方
に
居
住
せ
し
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
従
っ
て

こ
の
地
方
は
、
北
支
那
に
乗
出
し
た
金
朝
に
と
っ
て
は
、
最
も
重
要
な
且
つ
難
治
の
地
で
あ
っ
た
。
以
下
、
極
め
て
乏
し
い
記
載
に

よ
り
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
生
じ
た
土
地
問
題
の
様
相
を
窺
ひ
、
且
つ
そ
れ
が
こ
の
地
方
住
民
９
生
活
に
輿
へ
た
影
響
を
探
求
す

る
と
し
よ
う
ｏ

ヽ
頻
々
と
し
て
起
る
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
耕
地
は
水
ぴ
た
レ
と
な
り
、
仕
む
べ
き
家
を
流
さ
れ
た
農
民
の
悲
惨
さ
は
言
語
に
掘

す
る
。
か
う
し
た
場
合
、
政
府
は
租
税
差
役
を
。
免
じ
、
津
済
銭
を
給
す
る
等
種
々
の
救
済
處
置
を
施
す
。
そ
の
例
は
金
代
に
於
て
も

枚
挙
に
逞
が
な
い
。
し
か
し
積
極
的
な
救
済
處
置
と
し
て
、
水
害
後
の
ｍ
土
に
開
し
て
は
如
何
な
る
措
置
が
講
ぜ
ら
れ
た
か
。

　

唐
令
に
は
、
田
土
が
水
に
侵
さ
れ
た
場
合
は
、
奮
流
に
循
は
す
、
新
出
の
地
を
被
害
戸
に
給
す
る
と
い
ふ
一
般
的
な
規
定
が
う
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　

⑩

亙章
宗
の
明
昌
元
年
よ
り
泰
和
元
年
に
至
る
十
二
年
間
に
亙
り
ご
二
度
稿
々
改
め
て
完
成
し
、
二
年
五
月
に
頒
行
し
た
泰
和
」
『
に
は
果

し
て
右
の
令
文
を
襲
う
て
ゐ
た
か
否
か
は
知
り
得
な
い
が
、
『
金
史
』
に
よ
る
と
、
明
昌
元
年
二
月
、
章
宗
が
有
毎
に
論
旨
し
て

　
　

Ｉ
ｋ

　
　

也
（
『
金
史
』
の
用
字
例
に
よ
れ
ば
民
は
官
に
對
す
^
０
民
を
意
味
す
る
外
、
女
侃
人
を
軍
と
呼
ぶ
に
對
し
て

　

’

　
　

－

　
　
　

ｋ

　
　

瀕
７
の
民
士
漢
人
に
對
す
る
稽
呼
と
し
て
用
ゐ
ら
れ
て
ゐ
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
場
合
も
そ
の
一
例
と
見
ら
れ
る
）
‘
已
に
種
蒔
し
て
７
に

　

・
侵
さ
れ
し
者
は
、
近
き
所
の
官
田
を
以
て
對
給
せ
し
む
べ
し
。
喰
四
皿

と
い
ふ
外
、
こ
れ
と
年
月
を
同
じ
う
し
て
次
の
様
な
勅
が
出
さ
れ
て
ゐ
る
。

　
　

自
今
、
民
、
水
草
災
傷
を
訴
ふ
る
も
の
あ
れ
ば
、
即
ち
官
に
委
し
て
そ
の
賓
を
按
覗
せ
し
め
、
所
属
の
州
府
に
申
し
、
提
刑
司

に
灘
報
し
、
所
鳥
と
と
も
に
愉
し
畢
つ
て
は
じ
め
ｔ
翻
耕
せ
し
め
よ
。
一
　
　
　
　
匹
一
心

８
-



９

右
の
雨
文
は
表
裏
を
な
す
を
の
と
考
へ
ら
れ
・
こ
れ
に
４
ｏ
て
永
１
　
後
の
田
土
に
對
す
る
救
済
措
置
の
指
針
を
知
る
こ
と
が
で
き

ヽ
る
・
唐
令
や
、
『
宋
刑
統
』
、
慶
元
田
令
、
『
慶
元
條
法
事
類
』
等
に
よ
れ
ば
、
新
出
の
地
、
即
ち
河
水
が
退
い
て
陸
地
と
た
っ
た
所
を

罹
災
戸
に
給
す
る
こ
こ
に
刄
っ
て
ゐ
る
が
、
『
金
史
』
。
に
い
ふ
「
近
き
所
の
官
地
」
の
中
に
は
、
伺
じ
く
河
水
が
退
い
て
陸
地
・
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
一

つ
だ
所
、
即
ち
河
灘
、
退
灘
―
河
灘
は
現
に
河
水
が
流
れ
て
ゐ
る
そ
の
雨
岸
の
陸
地
に
な
っ
た
部
分
で
あ
り
、
退
灘
は
全
く
水
の

涸
れ
た
河
道
を
意
味
す
る
様
に
思
は
れ
る
が
、
大
膿
同
様
に
考
へ
て
よ
い
。
三
い
づ
れ
も
官
地
と
し
て
取
扱
は
れ
た
１
そ
の
主
要
部

分
を
な
し
て
・
か
だ
と
思
は
れ
る
瓜
ら
ヽ
『
金
史
』
に
見
え
る
規
定
も
ヽ
原
則
に
於
て
は
唐
令
以
下
の
も
の
と
一
致
す
る
譚
で
あ
る
。

た
ご

か
し
金
代
に
於
て
は
、
右
の
規
定
が
出
る
前
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
、
又
出
て
か
ら
後
も
、
そ
の
通
り
忙
履
行
せ
ら
れ
た
か
と
い
ふ
こ

と
に
つ
い
て
は
大
に
疑
ふ
べ
。
ぎ
節
が
あ
る
。
そ
れ
に
は
河
灘
（
も
し
く
は
退
灘
）
の
地
が
、
事
賓
如
何
に
處
分
せ
ら
れ
た
か
を
調
べ
な

け
れ
ば
辿
ら
な
い
。

　

由
来
、
水
の
退
い
た
河
道
の
地
に
は
、
上
流
か
ら
流
さ
れ
て
来
た
肥
沃
な
黄
土
が
堆
積
し
て
数
倍
の
牧
穫
が
慄
想
や
ら
極
る
の
で

河
灘
の
地
の
開
墾
耕
作
は
大
に
歓
迎
せ
ら
れ
た
。
前
漢
の
質
譲
が
黄
河
に
よ
る
災
害
の
大
き
く
な
る
原
因
と
し
て
、
農
民
が
漸
次
河

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

昌

嬬
の
沃
土
を
占
抹
し
て
聚
落
を
な
し
パ
堤
内
堤
を
つ
べ
っ
ｖ
流
域
を
鴉
め
る
こ
と
を
阜
げ
了

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

る
も
の
に
對
し
て
は
、
他
の
荒
地
に
比
較
し
て
冤
租
の
期
間
が
短
く
定
め
ら
れ
て
ゐ
た
・
の
も
、
蓋
し
右
の
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ

る
・
然
る
に
、
金
代
に
穀
て
は
、
賓
際
の
問
題
と
し
て
、
退
灘
も
し
く
は
河
灘
の
地
は
、
こ
れ
を
順
ひ
出
た
民
の
耕
作
に
委
す
と
い

ふ
場
合
は
、
比
較
的
少
か
っ
た
様
で
あ
る
。
ｙ

大
定
十
七
年
六
月
*
那
州
ｍ
ｍ
北
の
男
子
趙
迪
簡
の
i
l
i
n
　
に
よ
れ
ば

-９



加

　
　

隨
路
、
籍
に
附
せ
ざ
る
官
田
及
び
河
灘
の
地
は
、
偕
豪
強
に
占
め
ら
る
。
而
し
ｔ
貧
民
は
土
痔
せ
た
る
に
税
重
し
。
皿
四
皿

と
い
ふ
。
豪
強
と
呼
ば
れ
る
も
の
ｘ
中
に
は
、
女
真
人
の
腹
勢
家
の
外
に
、
漢
人
の
豪
族
が
含
れ
て
v
Ｇ
Ｋ
>
と
考
へ
ら
れ
る
が
、
彼
等

は
、
河
水
が
退
く
や
否
や
、
水
害
に
痛
め
っ
け
ら
れ
た
沿
河
罹
災
戸
の
生
活
力
が
著
し
く
衰
へ
た
の
に
乗
じ
、
自
己
の
保
有
す
る
努

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

働
力
に
も
の
を
い
は
せ
占
有
耕
作
す
る
に
至
っ
・
た
も
の
で
あ
。
り
、
こ
ｘ
に
営
時
に
於
け
る
大
土
地
所
有
の
一
つ
の
契
機
を
見
出
す
。

印
ち
黄
河
の
氾
濫
は
豪
強
の
殼
併
を
助
長
し
た
と
い
へ
。
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
河
灘
の
地
が
豪
強
に
よ
っ
て
占
有
せ
ら
れ
た
こ
と
が
多
か
っ
た
と
い
ふ
鮎
だ
け
に
、
黄
河
の
氾
濫
後
一
般
罹
災
戸
に
對

す
る
官
地
給
輿
と
い
ふ
救
済
處
置
が
規
定
の
如
く
行
は
れ
な
か
っ
た
理
由
を
見
出
さ
ク
と
い
ふ
の
で
は
な
い
。
趙
迪
簡
は
Ｊ
ゞ
い
て

語
る
。

　
　

乞
ふ
ら
く
は
官
を
遣
し
て
胃
佃
す
る
軋
ど
拘
籍
し
、
定
め
て
租
課
を
立
て
、
吏
だ
人
戸
の
段
数
を
量
減
せ
ん
こ
と
を
。
（
か
く

　
　

す
れ
ば
）
軽
重
均
平
を
得
る
に
ち
か
が
ら
ん
４
？

と
・
そ
し
て
右
の
文
に
っ
ゞ
い
て
、
趙
知
簡
の
言
に
よ
り
、
詔
し
て
有
司
に
付
し
、
胃
佃
せ
る
も
の
を
拘
籍
し
よ
う
と
し
た
が
中
止

せ
ら
れ
た
、
と
い
っ
て
ゐ
る
。
よ
か
し
そ
れ
は
全
く
中
止
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
時
に
政
府
は
、
趙
迪
簡
の
言
ふ

如
く
、
一
般
貧
民
の
救
済
と
い
。
ぶ
こ
と
よ
り
も
、
更
に
く
緊
急
事
で
あ
る
女
異
人
戸
の
救
済
の
必
要
に
せ
ま
ら
れ
て
ゐ
た
。
故
に

括
地
は
大
々
的
に
計
婁
せ
ら
れ
、
趙
迪
簡
の
上
言
に
よ
る
措
置
は
そ
の
中
に
包
含
せ
ら
れ
る
こ
と
ｋ
な
口
た
の
で
あ
る
。
こ
の
女
員

人
戸
救
済
こ
そ
は
、
水
災
後
一
般
人
戸
に
對
す
る
救
済
處
置
を
左
右
す
る
根
本
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

女
虞
佃
有
の
赴
曾
組
織
を
そ
の
ま
ｘ
に
北
支
那
統
治
の
上
に
活
か
さ
う
と
し
て
、
猛
安
詳
克
戸
即
ち
女
翼
人
戸
を
北
支
那
に
移
し

　
　

一

-10-



　
　
　

た
政
は
、
煕
宗
、
海
陵
王
の
時
代
で
あ
る
が
、
奮
宗
の
時
代
に
入
る
と
早
く
も
彼
等
の
貧
困
化
が
問
『
題
と
な
っ
た
。
移
住
の
最
も
古

　
　
　

い
も
の
で
も
、
僅
か
に
二
十
年
飴
を
経
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　

‐

　
　
　

北
支
那
に
移
っ
た
女
真
人
戸
は
、
漸
次
國
家
の
保
護
陀
慣
れ
こ

　
　
　

土
地
を
充
分
耕
作
せ
す
、
こ
れ
を
漢
人
の
小
作
に
委
せ
て
遊
食
し
、
消
費
経
済
に
破
綻
を
来
し
た
揚
句
は
給
輿
地
を
手
離
さ
な
け
れ

　
　
　

ば
な
ら
ぬ
破
目
に
な
る
も
の
も
あ
り
、
さ
う
で
た
く
と
も
、
給
輿
地
の
痔
悪
に
加
へ
て
農
耕
技
術
が
拙
劣
な
た
め
に
、
次
第
に
窮
乏

　
　
　

す
る
も
の
も
あ
っ
た
。
・
そ
の
上
、
女
真
人
同
志
の
間
に
於
て
も
、
後
力
者
は
土
地
の
兼
併
を
行
ひ
、
然
ら
ざ
る
も
の
は
そ
の
犠
牲
と

　
　
　

た
っ
て
困
窮
の
一
途
を
辿
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
前
述
の
豪
怪
の
河
灘
の
地
占
擦
と
い
ふ
が
如
き
島
後
力
者
が
大
土
地
を
所
有
し

　
　
　

催
力
な
き
肴
が
貧
困
化
す
る
一
つ
の
場
合
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
後
力
者
は
肥
沃
な
土
地
を
多
く
占
め
、
後
力
な
き
者
は
痔
悪
政
土

　
　
　

地
す
ら
も
次
第
に
失
ひ
っ
ｘ
あ
っ
た
と
い
ふ
状
態
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
無
窮
化
の
根
本
原
因
は
、
女
員
人
自
身
の
無
気
力
に
永

　
　
　

め
ら
れ
者
け
れ
ば
な
ら
た
い
。
こ
れ
ら
の
諸
弊
は
、
も
と
よ
り
一
日
に
し
て
成
っ
た
の
で
ば
な
い
が
、
彼
等
女
真
人
’
が
海
陵
王
の
正

　
　
　

隆
り
末
か
ら
世
宗
の
大
定
の
初
期
に
亙
る
宋
と
の
交
戦
、
こ
れ
に
際
し
て
行
は
れ
た
屈
制
的
徴
兵
を
嫌
忌
し
て
蜂
起
し
た
契
丹
人
の

　
　
　

鑓
墾
等
に
脳
恂
出
さ
れ
、
彼
等
の
生
産
能
力
が
Ｉ
暦
著
七
く
低
下
し
た
所
よ
り
、
世
宗
時
代
に
入
っ
て
急
に
表
面
化
す
る
。
に
至
っ
た

　
　
　

も
の
で
あ
る
。

　
　
　

世
宗
は
金
國
の
兵
力
の
主
値
を
な
・
す
猛
安
謀
克
戸
の
窮
乏
を
痛
く
憂
慮
し
、
そ
の
救
済
に
全
力
を
鎖
倒
す
ぺ
く
決
意
し
た
の
で
あ

　
　

る
が
、
救
臍
事
業
の
う
ち
、
最
も
根
本
的
な
■
>
ｅ
の
は
、
貧
窮
戸
に
對
す
る
絵
具
地
の
堵
加
、
も
し
く
は
轡
悪
政
土
地
と
肥
沃
な
土
地

　
　

と
の
交
換
で
あ
っ
た
・
大
定
＋
９
　
八
年
の
交
よ
り
、
二
十
一
年
頃
に
か
け
て
、
土
地
調
査
を
行
ひ
、
元
来
官
地
た
る
べ
く
し
七
ヽ

Ｕ

　

民
が
私
有
地
の
如
く
耕
作
し
ｔ
ゐ
る
！
の
や
ヽ
女
虞
人
権
勢
家
に
し
ｙ
不
営
に
廣
大
な
土
地
を
所
有
し
ｔ
ゐ
る
も
心
を
官
に
浸
収
し

-－１
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ｓ
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こ
の
行
篤
を
括
地
と
い
ふ
Ｉ
こ
れ
を
貧
困
な
女
武
人
戸
に
臭
へ
、
土
地
０
　
痔
悪
だ
も
の
は
肥
沃
な
も
り
と
交
換
し
、
以
後
は

Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

自
ら
耕
作
し
、
勢
働
力
不
足
の
場
合
の
み
に
小
作
を
入
れ
る
こ
と
を
許
し
た
。
さ
き
に
も
言
及
し
た
如
く
、
大
定
十
七
年
六
月
、
－
那

　
　

州
の
男
子
趙
迪
簡
の
言
に
よ
っ
て
行
は
ん
と
し
て
中
止
し
た
括
地
は
、
そ
の
後
間
も
心
く
行
は
れ
た
括
地
の
中
に
含
ま
れ
た
こ
と
は

　
　

疑
な
い
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

／

　
　

χ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‐

　
　
　
　

さ
て
括
地
の
場
合
、
趙
迪
簡
の
指
摘
し
た
、
肥
沃
な
河
灘
の
地
が
そ
の
よ
い
對
象
と
な
っ
た
こ
と
は
言
を
侯
だ
な
い
。
梁
山
際
の

　
　

例
に
っ
い
て
ご
れ
を
窺
ふ
こ
と
Ｘ
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　

梁
山
渫
の
位
置
は
、
今
山
東
省
壽
張
嘸
治
の
東
南
梁
山
の
下
に
あ
た
る
。
一
名
距
野
滞
、
古
の
大
野
津
の
下
流
で
あ
り
、
五
代
以

　
　

来
厘
よ
黄
河
の
決
水
が
注
入
し
た
。
北
宋
煕
寧
十
年
の
如
き
も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
北
宋
末
に
は
漫
々
た
る
水
を
た
Ｘ
へ
、
劇
盗
宋

　
　
　
　
　
　

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ド

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　

江
の
抹
所
と
な
っ
た
こ
と
は
『
水
滸
傅
』
‐
で
お
な
じ
み
で
あ
る
。
金
初
に
’
於
て
も
同
様
、
相
営
の
水
量
を
貯
へ
て
｀
ゐ
た
ら
し
い
が
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

世
宗
の
大
定
年
間
に
は
乾
燥
し
て
し
ま
っ
て
農
耕
に
適
し
た
地
と
な
っ
た
。
退
灘
の
Ｉ
と
し
て
考
へ
て
よ
小
の
で
あ
る
。
大
定
二
十

　
　

一
年
八
月
ｐ
記
載
に
よ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

゛
・

　
　
　
　
　

黄
河
す
で
に
故
道
に
移
る
。
梁
山
渫
水
退
の
地
甚
だ
廣
し
。
す
で
に
１
　
て
使
を
遣
し
て
安
置
屯
田
‐
せ
し
む
・
民
、
昔
１
　
て
恣
意

　
　
　
　
　

に
之
に
種
ふ
。
今
官
す
で
に
そ
の
地
を
籍
す
。
而
し
て
民
、
そ
の
租
を
徴
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
惺
れ
、
逃
ぐ
る
者
甚
だ
衆
し
。
も

　
　
　
　
　

し
そ
の
租
を
徴
す
れ
ば
、
胃
佃
し
。
て
即
ち
出
首
せ
ざ
る
罪
を
以
て
之
を
諭
す
る
は
固
よ
り
宜
な
り
。
然
れ
ど
も
’
、
も
し
端
に
こ

　
　
　
　
　

れ
を
取
れ
ば
、
恐
ら
く
は
所
を
失
ふ
を
致
さ
ん
。
そ
の
徴
を
屈
じ
そ
の
罪
を
赦
し
、
別
に
官
地
を
以
ｔ
之
に
給
す
べ
し
・
。
四
皿
皿

　
　

文
中
「
民
、
昔
嘗
て
恣
意
に
之
に
種
ふ
」
と
い
ふ
民
は
、
『
金
史
』
の
用
字
例
に
よ
る
と
明
か
に
漢
人
の
謂
で
あ
る
。
右
の
文
は
、
梁

　
　

山
渫
の
地
が
乾
燥
す
る
と
、
女
武
人
戸
を
屯
田
安
置
せ
し
め
た
外
に
、
漢
人
が
自
由
に
『
耕
作
し
て
ゐ
た
部
分
を
Ｉ
あ
っ
た
。
大
定
十
七
、

-12-
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‐

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

″

　
　
　

・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｊ

　
　
　

－

八
年
の
交
以
後
に
於
け
る
括
地
に
際
し
、
そ
の
部
分
を
を
官
地
の
籍
に
っ
け
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
、
従
来
自
由
に
耕
作

し
て
ゐ
た
漢
人
に
對
す
る
取
扱
が
問
題
と
な
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

い

　

か
く
て
括
し
得
た
梁
山
根
の
耕
地
は
、
こ
れ
を
女
真
人
戸
に
具
へ
た
こ
と
ぱ
勿
論
で
あ
る
。
山
東
を
中
心
と
す
る
北
支
那
の
地
方

は
、
’
営
時
の
金
國
に
於
て
は
地
狭
く
人
多
き
所
謂
狭
郷
で
あ
っ
た
か
ら
、
梁
山
根
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
他
の
河
灘
、
退
灘
の
地
も

同
様
に
、
女
真
人
戸
救
済
の
た
め
の
括
地
の
對
象
と
か
。
つ
た
こ
と
に
社
疑
を
さ
し
は
さ
む
餓
地
は
た
い
。

　

世
宗
は
こ
の
括
地
に
よ
っ
て
漢
人
戸
０
　
生
活
を
雁
迫
す
る
こ
と
を
怖
れ
、
禰
を
未
然
に
防
が
う
と
配
慮
し
て
ゐ
る
・
「
よ
く
軍
戸

を
し
て
梢
―
給
せ
し
め
、
民
。
（
漢
人
戸
）
を
し
て
業
を
失
は
ざ
ら
し
む
る
こ
と
、
乃
ち
朕
の
心
な
り
」

ｉ
　
　
作
心
惣
一
匹
と
い
ふ
彼
の
言
に

よ
っ
て
も
そ
の
用
意
の
程
が
察
せ
ら
れ
る
。
叉
山
東
路
括
地
の
際
に
出
さ
れ
た
詔
に
、
括
す
る
所
を
屯
田
戸
に
給
し
て
な
ほ
餓
地
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

　
　
　
　

こ

れ
は
、
こ
れ
を
民
に
還
し
、
そ
の
歳
の
租
税
を
免
ぜ
よ
と
い
ひ
、
竃
際
、
大
定
二
十
二
年
に
は
、
梁
山
根
の
耕
地
を
失
っ
た
流
民
を

招
復
し
て
官
田
を
給
し

加

る
。
し
か
し
、
漢
人
戸
の
生
活
を
擾
さ
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
、
理
想
通
り
に
行
は
れ
た
と
は
到
底
考
へ

ら
れ
た
い
。
世
宗
に
よ
っ
て
そ
の
失
営
が
指
摘
せ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
括
地
に
際
し
徒
ら
に
成
績
を
阜
げ
ん
と
す
ろ
括
地
官
が

　
　

し

　
　

ハ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＠

皇
后
荘
、
太
子
務
、
長
城
、
燕
子
城
等
と
い
ふ
名
碍
を
鐙
抹
に
こ
れ
を
官
地
の
籍
に
つ
け
、
百
・
姓
の
有
す
る
契
験
を
一
切
問
は
た
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＠

つ
た
と
い
ふ
が
』
如
く
、
國
家
の
握
力
を
背
景
に
し
た
行
篤
の
前
に
は
、
漢
人
戸
の
利
盆
は
往
々
に
し
て
、
不
常
に
喋
踊
せ
ら
れ
た
。

漢
人
の
中
で
か
、
官
と
結
托
し
た
豪
族
に
は
、
こ
れ
を
避
け
得
る
と
い
ふ
方
法
が
見
出
さ
れ
た
で
あ
ら
う
が
、
握
勢
に
縁
り
の
な
い

一
般
漢
人
戸
に
は
、
隨
分
と
被
害
を
う
±
＞
た
も
の
が
あ
『
つ
た
こ
と
で
あ
ら
う
。

　

黄
河
下
流
域
の
山
東
、
大
名
、
河
北
諸
路
及
び
南
京
路
の
北
部
は
所
謂
狭
郷
で
あ
る
。
そ
こ
に
割
込
ん
だ
。
女
員
人
は
、
元
来
農
耕

技
術
に
於
て
は
漢
人
に
劣
る
。
政
府
は
、
支
配
民
族
と
し
て
の
女
１
　
人
の
生
活
を
保
障
す
る
に
は
、
比
較
的
廣
大
政
そ
し
て
肥
沃
な

-
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土
地
を
彼
等
に
ふ
り
あ
て
'な
け
れ
ば
な
ら
ゑ
か
っ
た
。
河
灘
、
退
灘
の
沃
土
は
、
上
述
の
如
く
に
い
臨
分
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
括
地

の
問
題
を
、
漢
人
戸
の
利
害
闘
係
に
つ
い
て
考
へ
る
な
ら
ば
、
括
地
の
封
象
と
な
っ
た
の
は
、
元
来
官
地
た
る
べ
く
し
て
現
花
で
は

漢
人
戸
が
私
有
地
の
如
く
耕
作
し
て
ゐ
る
土
地
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
の
非
は
海
人
側
に
あ
り
、
浸
牧
せ
ら
れ
で
も
致
し
方
が
な
い
課

で
あ
る
が
、
兎
に
角
、
今
ま
で
耕
作
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
生
活
し
て
ゐ
た
土
地
を
念
に
奪
は
れ
た
摸
人
戸
が
、
政
府
の
蕗
置
を
怨
み

そ
の
土
地
の
新
し
い
耕
作
者
と
放
っ
た
女
真
人
戸
を
嫉
む
と
と
は
、
人
情
の
常
と
し
て
や
む
を
得
な
い
。
ま
し
て
況
や
、
父
祖
立
系

耕
作
し
て
来
た
私
有
地
を
、
官
地
ゑ
り
と
し
て
理
不
蓋
手
説
牧
せ
ら
れ
た
場
合
に
於
け
る
漢
入
戸
の
憤
怒
は
想
像
に
あ
ま
り
が
あ

る
。
誕
人
戸
の
生
活
を
肱
一迫
し
た
い
や
う
に
と
い
ふ
世
宗
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
救
は
れ
た
も
の
も
あ
っ
た
で
あ
ら
う
が
‘
し
か
し
そ

れ
は
九
毛
の
一

J

午
で
、
土
地
を
中
心
と
す
る
漢
人
戸
と
女
異
人
戸
と
の
反
目
は
避
け
得
ら
る
べ
く
も
な
か
っ
た
と
考
へ
ら
れ
る
戸
一

方
は
園
家
の
権
力
を
背
景
と
し
た
女
異
人
戸
で
あ
る
か
ら
、
漢
人
戸
も
惜
嫉
の
情
を
む
き
出
し
に
す
る
と
と
は
で
き
な
い
。

、そ
れ
だ

- 14-

け
に
彼
等
の
怨
恨
は
心
底
ふ
か
く
内
燃
し
た
で
あ
ら
ラ
。
そ
し
て
不
幸
に
も
、
か
う
し
た
関
係
は
そ
の
後
盆
主
悪
化
す
る
よ
り
他
に

途
が
た
か
っ
た
の
で
あ
る
。

黄
河
は
そ
の
後
も
無
頓
着
に
氾
般
を
つ
ピ
け
た
。
貧
岡
な
女
異
人
戸
の
救
済
に
浸
頭
し
て
ゐ
る
際
の
と
と
L

て
、
水
窓
口
に
首
っ
て

も
、
先
づ
女
震
人
戸
の
救
慣
が
な
さ
れ
、
漢
人
戸
に
封
す
る
そ
れ
は
第
二
段
と
せ
ら
れ
た
と
と
は
容
易
に
推
想
せ
ら
れ
る
。
教
組
何
事
'

業
に
於
て
は
女
異
人
戸
に
劃
す
る
給
輿
地
増
加
と
い
ふ
と
と
が
主
眼
と
恋
っ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
、
明
昌
一
冗
年
二
月
、
民
の

耕
作
地
が
水
に
侵
さ
れ
た
場
合
、
近
き
所
の
宮
地
を
以
て
針
給
す
べ
き
と
と
が
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
以
前
は
も
と
よ
り
、
か
う
し

た
規
定
が
で
き
て
か
ら
後
も
、
文
字
通
り
に
質
行
せ
ら
れ
た
か
否
か
を
疑
っ
た
理
由
は
と

L
K
存
す
る
。

『
遺
山
五
朱
』
所
牧
の

「
順
安
鯨
令
一
越
公
(
雄
飛
)
墓
碑
」
は
、
安
一
京
の
承
安
二
年

(4C)頃
、
白
河
に
沿
っ
た
長
編
鯨
蹴
一
酬
恥
一
肘
一
削
北

'
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に
於
て
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
り
て
生
じ
た
事
件
を
傅
へ
て
次
の
如
く
い
っ
て
な
る
。
瓢
民
の
小
作
し
て
ゐ
＆
饌
防
５

　
田
が
河
の
氾

濫
に
よ
っ
て
説
塾
忙
肺
し
た
、
ま
だ
植
ゑ
つ
け
も
で
き
て
ゐ
な
い
の
に
、
畳
卒
が
勢
を
侍
ん
で
租
を
徴
し
て
仮
借
せ
す
、
民
の
牛
を

奪
ふ
も
の
さ
へ
あ
っ
た
が
ヽ
民
は
諏
ふ
る
に
所
な
く
ヽ
致
し
方
な
く
そ
の
。
凌
榛
に
ま
か
せ
て
お
っ
た
の
を
、
長
埴
新
主
簿
趙
雄
飛
は

こ
れ
を
捕
繋
し
ヽ
按
察
司
に
上
中
し
て
主
兵
者
を
蔽
督
し
、
竃
際
種
９
　
し
た
の
は
ど
れ
だ
け
｀
で
あ
る
か
、
収
穫
は
い
く
ら
あ
っ
た
か

を
調
べ
て
租
を
出
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
、
と
。
と
の
場
合
は
、
女
員
人
の
横
暴
と
い
ふ
こ
と
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が

漢
人
側
が
水
害
を
理
由
と
し
て
、
不
営
に
租
を
出
さ
な
か
っ
た
。
こ
と
も
多
か
っ
た
。
で
あ
ら
う
。
か
う
い
云
事
件
は
、
ぴ
と
り
長
垣
瓢

の
場
合
に
限
ら
す
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
田
土
が
荒
さ
れ
る
毎
に
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
所
在
に
於
て
見
ら
れ
た
こ
と
Ｘ
考
へ

ら
れ
る
。
た
ゞ
さ
へ
土
地
が
狭
い
黄
河
下
流
域
の
地
方
に
於
け
る
河
患
は
、
女
真
人
戸
救
済
の
た
め
の
土
地
収
授
に
よ
。
つ
て
ま
き
起

さ
れ
た
漢
人
戸
と
女
異
人
戸
と
の
反
目
を
Ｉ
屠
深
刻
化
せ
す
に
は
お
か
な
か
っ
た
と
思
ふ
の
で
あ
る
・

　

『
金
史
』
章
宗
本
紀
明
昌
二
年
四
月
戊
寅
朔
の
記
事
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　

爾
書
省
一
言
ふ
。
斉
民
、
。
屯
田
戸
と
往
々
睦
ば
す
。
沁
し
、
た
が
ひ
に
Ｉ
婚
姻
せ
し
め
ば
、
賓
に
國
家
長
久
安
寧
の
計
な
り
、
と
。

　
　

之
に
従
ふ
。

と
あ
る
・
斉
民
は
即
ち
一
般
漢
人
の
意
と
解
せ
ら
れ
る
が
、
右
は
主
と
し
て
女
真
人
戸
の
多
く
居
住
し
て
i
Q
K
J
黄
河
下
流
域
の
情
勢

に
對
す
る
政
策
と
解
せ
ら
れ
る
。
膏
民
と
屯
田
戸
と
の
不
和
は
、
括
地
に
よ
っ
て
惹
起
さ
れ
た
苧
か
ら
醍
し
、
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ

て
激
化
や
ら
れ
た
結
果
で
あ
ら
う
。
金
廷
は
大
定
十
七
年
、
契
丹
人
と
女
異
人
と
の
婚
姻
を
奨
働
し
て
、
楡
聚
謀
叛
の
阜
に
出
で
ん

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

召

と
し
た
契
丹
人
統
御
の
一
法
と
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
こ
ｘ
に
ま
た
通
婚
政
策
を
も
ち
き
た
っ
て
漢
人
戸
と
の
軋
傑
を
緩
和
し
よ
う

と
し
だ
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
政
策
は
所
期
の
目
的
を
建
す
る
拡
は
到
底
い
た

知
か
り
た
の
で
あ
る
。

-－15
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さ
て
、
話
を
も
と
へ
戻
す
こ
と
ｘ
し
よ
う
。
梁
山
根
水
退
の
地
が
、
女
員
人
戸
の
耕
地
と
な
っ
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
’

る
が
、
そ
れ
は
そ
の
唯
無
事
に
は
済
ま
な
か
っ
た
。
梁
山
根
の
故
地
ば
か
り
で
た
く
、
１
　
て
こ
れ
に
注
入
し
て
ゐ
た
河
道
の
地
に
も
。

ま
た
女
真
人
戸
が
屯
田
し
た
の
で
あ
る
。
ｔ
章
宗
の
明
昌
年
間
に
。
、
梁
山
県
故
道
の
屯
田
戸
四
昶
と
い
は
れ
る
の
は
、
上
述
の
梁
山
房

の
政
地
と
、
そ
れ
に
注
入
し
て
ゐ
た
河
道
の
地
に
屯
田
し
た
敷
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
章
宗
治
世
の
初
、
印
ち
大
定
末
年
よ
り
明
昌

年
間
に
か
け
て
、
河
防
に
専
念
し
た
の
で
あ
る
が
、
明
昌
五
年
正
月
、
都
水
監
丞
の
田
楳
は
河
水
を
梁
山
根
故
道
に
入
れ
、
奮
の
如

く
南
北
清
河
に
分
流
せ
し
む
ぺ
き
こ
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
北
清
河
の
奮
堤
は
歳
を
経
て
不
完
全
に
な
っ
て
ゐ
る
か
ら
、
年
を
限

っ
て
大
堤
を
増
築
し
、
梁
山
根
故
道
の
女
真
人
戸
は
他
に
厦
す
べ
き
で
あ
る
と
献
言
し
た
・
こ
れ
に
對
し
て
倚
書
省
は
、
か
く
す
れ

ば
山
東
州
謳
め
膏
朕
の
地
及
び
囃
場
が
必
十
論
溺
を
被
る
、
北
清
河
の
壊
堤
を
堵
築
し
て
も
叉
河
水
を
呑
み
霞
そ
な
い
、
し
か
も
功

役
至
重
で
山
東
の
民
を
困
め
る
等
の
理
由
で
こ
れ
に
反
對
し
た
。
四
月
に
百
官
を
集
め
て
評
議
せ
』
し
め
る
と
、
黄
河
の
水
勢
は
非
常

愛
易
定
ま
り
な
く
、
人
力
で
は
斟
酌
指
使
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
ま
し
て
、
梁
山
根
は
満
填
す
で
に
高
く
ヽ
北
清
河
は
窄
狭
に
し

て
河
水
を
呑
み
轟
そ
な
い
、
そ
の
上
経
る
所
の
州
新
、
農
民
の
廬
井
一
に
非
ず
、
大
河
が
清
河
に
入
れ
ば
山
東
は
必
争
そ
の
害
を
被

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

＠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

。

る
で
あ
ら
う
と
て
、
ま
た
こ
れ
に
反
對
し
た
。

　

然
る
に
明
昌
五
年
八
月
、
陽
武
に
於
て
決
れ
た
河
水
は
、
封
邱
に
膠
い
で
東
し
、
梁
山
、
根
に
流
入
し
、
南
、
北
清
河
の
二
派
に
Ｉ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

分
れ
て
海
に
注
ぐ
こ
と
ｘ
な
っ
が
。
田
楳
の
雅
言
が
営
っ
た
の
で
あ
る
。
ｍ
機
が
事
前
に
遷
徒
す
べ
き
こ
と
を
力
説
し
た
梁
山
渫
故

道
四
千
の
女
員
人
戸
の
土
。
地
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
ら
う
か
。
記
録
は
こ
れ
に
つ
い
て
何
ご
と
を
も
語
ら
な
い
。
し
か
し
、
四
千
の
女

薦
人
戸
の
救
済
の
た
め
に
は
、
そ
れ
だ
け
の
土
地
を
、
他
に
迅
速
に
も
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
水
災
を
被
っ
た
の
は
女

虞
人
戸
ば
か
;
Ｓ
>
で
丑
な
い
。
水
害
後
に
於
け
る
士
地
収
授
に
よ
っ
て
、
こ
の
方
面
に
展
開
さ
れ
た
騒
擾
は
想
像
に
難
く
な
い
の
で
あ

　
　

ニ
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ひ
る
が
へ
っ
で
、
世
宗
が
漢
人
戸
の
利
盆
を
犠
牲
に
供
し
て
断
行
し
た
救
済
に
よ
っ
て
女
翼
人
戸
の
窮
乏
が
根
本
的
に
叔
ひ
得
た

か
と
い
ふ
に
、
そ
れ
は
世
宗
の
努
力
に
も
か
之

北
方
遊
牧
民
の
侵
寇
に
際
し
て
再
び
大
き
な
問
題
と
な
る
に
至
っ
た
。
章
宗
部
位
以
来
、
急
に
激
烈
と
な
っ
た
興
安
嶺
西
よ
り
の
蒙
。

古
系
遊
牧
民
Ｑ
侵
寇
に
對
≒
莫
大
な
費
用
を
投
じ
７
界
を
を
構
築
し
ｔ
こ
れ
に
診
言
一
方
ヽ
明
昌
六
年
（
輩
）
以
降
ヽ
承
安
三

年
こ
と
に
至
る
ま
で
財
政
難
に
苦
し
み
な
が
ら
、
屡
よ
兵
を
北
方
に
進
め
て
こ
れ
を
伐
っ
た
。
討
伐
戦
だ
於
て
痛
感
せ
ら
れ
た
の

は
猛
安
謀
克
軍
の
戦
闘
力
の
低
下
で
あ
る
。
政
府
は
、
そ
れ
が
彼
等
の
窮
乏
よ
り
生
や
る
も
・
の
で
あ
る
と
の
見
解
の
下
に
、
彼
等
に

　

。

對
し
・
て
土
地
を
堵
輿
し
ヽ
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
ｔ
士
気
を
鼓
舞
し
よ
う
と
し
七
か
く
７
恥
安
五
年
（
０
　
ｙ
マ

　

山
東
路
を
始
め
六

路
（
山
東
東
西
、
河
北
東
西
、
大
名
府
路
）
に
於
て
括
地
を
行
ひ
、
こ
れ
を
女
真
人
戸
に
給
し
９
　
。
世
宗
は
括
地
の
際
、
漢
人
戸
の
生

業
を
奪
は
Ｉ
な
い
様
に
と
配
慮
し
た
が
、
此
度
は
財
政
窮
乏
に
陥
っ
て
ゐ
る
時
の
こ
と
ｘ
て
バ
そ
れ
ほ
ど
の
除
硲
は
な
い
。
そ
れ
は
官

田
に
し
て
民
の
胃
占
せ
る
も
の
の
外
、
民
地
に
し
て
秋
を
納
め
な
い
も
の
が
括
地
の
對
象
に
な
っ
て
ゐ
る
こ
と
忙
よ
っ
て
も
窺
ぱ

れ
る
。

　

括
地
の
衝
に
営
っ
た
宗
浩
が
傅
心
弓
に
よ
る
と
、
宮
田
に
し
て
民
の
。
胃
占
せ
渇
も
の
を
括
し
た
結
果
二
二
１
　
訟
亀
頃
を
得
た
と

い
っ
て
ゐ
る
。
こ
れ
は
女
真
人
側
の
言
で
あ
。
る
が
、
漢
人
官
僚
の
報
に
よ
れ
ば
、
「
官
田
と
い
ふ
け
れ
ど
も
、
賓
は
民
田
を
奪
っ
た
の

々
」
認
″
駝
、
ふ
作
た
め
に
「
民
の
螢
墓
井
竃
は
悉
く
軍
（
女
真
人
戸
）
の
有
に
録
し
た
」
詔
祗
悶
悶
讐
旨
ヽ
Ｉ
モ

の
他
に
も
同
様
の
記
載
に
乏
し
く
な
い
。
き
て
そ
れ
を
女
員
人
戸
に
分
配
し
た
結
果
は
「
胱
田
沃
壌
は
轟
く
勢
家
に
入
り
、
痔
悪
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　
　
　
　

軸

抒

　
　

る
も
の
は
乃
ち
貧
戸
に
付
す
、
軍
（
女
虞
人
戸
）
に
益
な
く
、
民
（
漢
人
戸
）
は
則
ぢ
損
あ
り
」
一
一
怒
茄
一
Ｓ
Ｓ
Ｓ
ｆ
ｎ
三
と
い
ふ
如
く
’
　
＾

-
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窮
女
真
人
戸
の
救
済
に
は
役
だ
た
大
得
た
る
所
は
「
互
に
租
借
軋
す
る
に
至
り
ヶ
「
心
懇
な
ほ
や
ま
す
」
リ
「
怨
嵯
争
訟
今
（
心
靴
）

に
至
る
も
未
だ
紹
え
す
」
皿
０
１
調
九
と
い
ふ
漢
人
戸
と
女
真
人
戸
と
の
軋
傑
の
み
で
あ
っ
た
・

　
　
　
　
　
　

’

　

更
に
泰
和
五
年
（
監
）
以
後
に
於
け
’
・
宋
と
の
交
戦
に
よ
っ
ｔ
財
此
困
難
は
倍
加
せ
ら
れ
た
の
で

紹
王
の
時
代
に
は
、
北
方
の
雌
者
蒙
古
の
侵
寇
を
被
る
に
至
っ
た
。
衛
紹
王
が
殺
害
せ
ら
れ
て
後
こ
れ
を
つ
い
だ
宣
宗
が
蒙
古
軍
の

重
墾
を
避
け
ｔ
都
を
中
都
ぺ
り
汁
京
に
遍
す
や
、
河
南
の
防
備
の
必
要
上
、
貞
鵬
三
年
（
こ
）
七
月
、
河
朔
、
山
東
の
女
異
人
百
萬

ロ
を
河
南
に
遷
し
た
。
政
府
は
遷
徒
の
女
真
人
戸
に
牛
ば
糧
を
輿
へ
、
牛
ば
資
直
を
給
す
る
こ
と
ゝ
し
た
が
、
そ
の
た
め
に
読
人
に
。

し
て
官
田
を
小
作
す
る
も
の
に
對
し
七
租
を
倍
に
し
た
の
で
、
不
平
の
聾
は
器
々
と
し
て
起
っ
た
。
こ
ｘ
に
於
て
、
遷
徒
戸
中
の
不

逞
の
徒
を
除
去
し
、
給
輿
す
べ
き
人
を
牛
減
し
、
或
は
軍
戸
に
し
て
願
ふ
も
の
祀
は
土
地
を
給
し
た
が
ご

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

⑩

挙
、
遊
惰
の
生
活
に
耽
り
、
結
局
漢
人
の
負
備
は
堵
大
し
た
。

　

明
昌
河
決
後
も
黄
河
の
氾
濫
は
繰
返
さ
れ
た
。
金
室
が
従
来
女
真
人
が
多
く
’
居
住
し
て
ゐ
な
か
っ
た
河
南
の
地
に
遷
る
と
、
皮
肉

に
も
河
は
も
は
や
北
へ
は
流
れ
す
、
彼
等
の
遷
徒
し
た
地
方
を
荒
さ
ん
と
す
る
が
如
く
に
東
南
流
し
て
時
々
氾
濫
し
た
。
承
安
三
年

の
括
地
に
よ
り
、
山
東
を
中
心
と
し
た
地
方
に
於
て
漢
人
對
女
員
人
の
相
刺
が
深
刻
化
し
た
の
で
あ
っ
た
が
、
金
室
南
遷
に
よ
。
り
、

そ
れ
は
河
南
の
地
に
於
て
陰
惨
な
ま
で
に
尖
鋭
化
し
た
。
『
逍
山
文
集
』
歳
二
六
「
平
章
政
事
張
文
貞
公
（
萬
公
）
祁
道
碑
」
に
、
貞
砧

年
間
今
の
山
東
、
江
蘇
方
面
に
於
け
る
盗
賊
蜂
起
の
事
賓
に
開
し

　
　

貞
砧
の
貳
、
盗
賊
野
に
満
つ
。
さ
き
の
、
國
威
に
よ
っ
て
以
て
重
き
を
な
す
者
、
人
こ
れ
を
覗
て
｀
以
て
血
讐
骨
怨
と
な
し
、
必

　
　

す
報
い
て
後
已
む
。
一
願
吟
の
頃
、
皆
鋒
鏑
の
下
に
狼
狽
し
、
赤
子
と
雖
も
免
る
Ｘ
こ
と
能
昿
す
。
｀

と
そ
の
雨
者
の
間
の
瞼
悪
な
惑
気
を
傅
へ
て
を
る
。
金
國
崩
壊
の
内
因
の
一
は
漢
人
戸
と
女
真
人
戸
と
の
関
係
の
極
度
の
悪
化
と
い
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ふ
こ
ぞ
に
求
め
ら
れ
る
と
考
へ
。
ら
れ
る
が
、
黄
匿
の
氾
濫
が
ご
み
争
を
尖
鎗
化
す
る
’
契
機
を
つ
く
つ
た
こ
と
は
、
金
一
代
を
通
じ

て
か
は
り
が
な
か
つ
た
と
信
す
る
。
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

結
ヽ

　
　

語

　

金
は
恰
を
黄
河
の
主
流
が
東
北
よ
り
東
南
に
韓
す
る
と
い
ふ
時
代
に
遭
遇
し
た
の
で
、
河
窓
の
範
園
は
ひ
ろ
く
、
北
は
今
の
河
北

よ
び
南
は
江
蘇
、
安
徽
に
及
び
、
女
異
民
族
の
行
く
と
こ
ろ
河
の
氾
濫
は
つ
き
ま
と
っ
た
。
外
に
於
て
は
、
南
は
宋
を
滅
し
得
雫
、

西
に
西
夏
、
北
に
蒙
古
、
東
に
高
麗
あ
り
、
對
外
間
係
に
於
て
不
利
な
現
境
化
鳶
か
れ
た
金
は
、
内
に
あ
っ
て
も
、
賓
に
不
幸
な

時
代
に
際
會
し
た
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
。
そ
し
て
中
原
統
治
の
た
め
に
二
百
萬
に
近
い
女
異
人
を
黄
河
下
流
域
の
狭
郷
に
移
す

や
、
女
員
人
戸
の
窮
乏
に
困
み
、
そ
の
救
済
の
た
め
の
括
地
は
漢
人
の
反
感
を
買
ふ
基
を
な
し
た
。
そ
こ
へ
黄
河
は
屡
よ
氾
濫
し

た
。
黄
河
の
氾
濫
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
も
、
そ
の
後
に
行
は
る
べ
き
土
地
敗
授
は
、
往
々
に
し
て
漢
人
の
利
盆
を
陳
隠
し
た
で
あ
ら

う
の
に
、
女
貫
人
戸
の
救
済
處
置
に
よ
っ
て
す
で
に
根
深
く
き
ざ
し
た
絹
者
の
相
刻
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
Ｉ
入
助
長
せ
ら
れ
す
昨
は

を
ら
な
お
っ
た
・
そ
し
て
彼
等
の
間
の
軋
榛
が
金
國
崩
壊
の
内
因
の
Ｉ
と
し
て
考
へ
て
誤
り
な
い
た
ら
ば
、
黄
河
の
影
響
は
決
し
て

軽
々
に
看
過
せ
ら
る
ぺ
き
で
訂
な
い
。
し
か
し
、
要
は
、
農
業
を
生
１
　
と
す
る
、
し
か
も
二
百
萬
近
く
の
が
真
人
が
、
土
地
狭
く
人

口
の
多
い
黄
一
河
下
流
域
。
の
農
耕
地
帯
に
割
込
ん
で
、
漢
人
が
早
く
か
ら
そ
こ
に
誉
ん
で
ゐ
た
と
同
じ
土
地
所
有
形
態
を
現
出
し
た
と

こ
ろ
ｋ
相
刺
の
第
一
歩
が
印
せ
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
罪
は
多
く
は
女
真
人
自
服
の
う
ち
に
求
む
べ
き
で
為
ら
う
。
黄
河
の
禰
は
、

そ
れ
を
煽
り
立
て
た
役
目
を
し
た
に
過
ぎ
尨
い
。
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カ

註
及
Ｉ
Ｓ
史
料

の
『
宋
命
嬰
稿
』
方
域
一
四
治
河
の
條
。
『
宋
史
』
巻
九
一
、
二
河
渠
志
。

　
　

松
井
等
氏
「
宋
對
契
丹
の
戦
略
地
理
」
（
『
満
鮮
地
理
歴
史
研
究
報
告
』

　

⑧

　
　

第
四
）
一
一
四
－
一
二
〇
頁
參
照
。

③
拙
稿
「
黄
河
々
逍
を
總
る
金
宋
交
渉
」
（
本
誌
第
二
巻
第
四
跨
）
を
參

　
　

照
せ
ら
れ
た
い
。

③

　

時
山
東
之
民
正
富
兵
火
之
際
。
復
有
河
決
之
患
。
高
宗
既
渡
大
江
。

　
　
　

青
耶
雨
損
又
先
破
没
。
州
郡
互
不
相
救
。
至
是
歳
復
大
荒
。
人
民

　
　
　

相
食
。
嚇
聚
鏃
起
。
瓦
盗
王
江
、
宮
俄
。
毎
車
載
乾
屍
以
充
糧
。

　
　
　

認
金
國
所
業
両
書
破
之
。
（
『
大
金
國
志
』
巻
五
紀
年
天
會
七
年
條
）

④
孫
幾
伊
氏
著
『
河
徒
及
其
影
響
』
（
金
陵
大
學
中
國
文
化
研
究
所
叢
刊
。

　
　

甲
種
）
河
四
徒
考
の
條
參
照
。

④
『
大
金
國
志
』
巻
五
紀
年
天
會
七
年
條
に

　
　
　

寫
里
腹
、
捷
噸
、
岡
目
。
分
下
山
東
諸
路
州
郡
。
惟
済
（
今
山
東

　
　
　

銀
野
聡
）
、
旱
（
今
山
東
皐
嘔
南
牛
里
）
、
興
仁
（
今
山
東
曹
新
西
北

　
　
　

六
十
里
）
、
廣
済
（
今
山
東
定
陶
懸
）
。
以
水
沢
肩
存
。

　
　

と
あ
る
。
「
以
水
温
而
存
」
と
い
ふ
の
は
、
宋
の
決
潰
戦
術
に
よ
っ
て

　
　

生
じ
北
新
河
道
が
金
軍
の
西
進
を
阻
ん
だ
た
め
に
、
そ
の
攻
撃
を
免

　
　

れ
仁
、
と
い
ふ
意
味
に
解
せ
ら
れ
る
か
ら
、
新
河
道
は
右
の
記
事
か

　
　

ら
推
定
せ
ら
れ
る
。
叉
『
金
史
』
巻
二
五
地
理
志
に
よ
り
て
、
泗
水

　
　

の
涜
に
あ
仁
っ
て
ゐ
る
螺
を
辿
っ
て
山
東
西
路
済
州
任
城
豚
の
條
に

　
　

至
る
と
、
「
泗
水
、
新
河
」
あ
り
と
見
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
新
河

　
　

が
泗
水
に
合
し
た
地
鮎
を
任
械
新
内
と
考
へ
記
の
で
あ
る
。

④
拙
稿
「
黄
河
々
道
を
逍
る
金
宋
交
渉
」
（
本
誌
第
二
倦
第
四
競
）
參
照
。

⑦

　

河
決
済
州
。
惟
金
郷
懸
稿
存
。
金
人
移
州
治
之
（
『
建
炎
以
来
繋
年

　

嬰
録
』
巻
一
四
七
紹
興
十
二
年
の
末
に
夷
堅
乙
志
に
採
っ
仁
と
し

　

て
記
す
。
現
行
の
『
夷
堅
志
』
に
は
見
え
な
い
。

　

河
決
李
岡
渡
。
令
王
侭
（
煕
宗
）
。
調
曹
、
草
、
批
、
奄
及
宋
五
郡

　

民
修
之
。
民
有
地
一
頃
者
出
一
夫
。
不
及
者
助
夫
之
費
。
凡
二
萬

　

四
千
夫
。
五
旬
有
四
日
両
畢
（
『
建
炎
以
来
繋
年
要
録
』
巻
一
五
四

　

紹
興
十
五
年
九
月
末
條
）

『
大
金
國
志
』
巻
こ
一
皇
統
五
年
九
月
條
に
も
同
様
の
記
載
あ
り
。

「
河
決
李
固
渡
」
の
次
に
「
漂
居
民
五
千
餓
家
」
の
一
句
を
挿
入
し
て

ゐ
る
。

爾
固
渡
の
位
置
撲
檜
の
『
北
行
日
録
』
谷
上
に
よ
る
入
宋
の
灘

道
五
年
（
金
大
定
九
年
、
一
工
〈
九
）
、
賀
正
旦
使
に
隨
従
し
て
金
の

中
部
に
向
っ
北
撲
檎
が
、
十
二
月
十
二
日
開
封
を
立
っ
て
昨
城
新
に

宿
り
、
そ
の
翌
十
三
日
、
昨
城
よ
り
車
行
四
十
五
里
に
し
て
黄
河
に

廻
し
、
李
固
渡
に
て
こ
れ
を
渡
り
、
三
里
許
に
し
て
武
城
饌
二
名

沙
店
）
に
て
中
食
し
、
又
車
行
四
十
五
里
に
し
て
滑
州
に
到
り
、
こ

ｓ
に
宿
っ
打
こ
と
が
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
金
の
昨
城
新
治
は
ヽ
今
河
南
延

津
脂
西
北
の
地
で
あ
る
か
ら
、
武
城
媒
（
一
名
沙
店
）
の
位
置
が
明
か

じ
な
れ
ば
、
従
っ
て
李
固
渡
の
位
置
も
推
定
が
っ
く
。

　

武
城
饌
二
名
沙
店
）
は
、
『
北
原
日
録
』
に
よ
れ
ば
滑
州
の
南
四
十

五
里
と
あ
る
。
東
釧
寺
栗
顧
庵
所
蔵
の
『
輿
地
圖
』
ｊ
先
輩
森
鹿
三

學
士
の
教
示
に
従
へ
ば
宋
の
戌
淳
頃
の
作
製
に
か
ｓ
る
Ｉ
に
よ
る
と

昨
城
の
左
上
、
封
丘
の
右
上
、
河
を
隔
て
ご

い
ふ
地
名
が
見
え
る
か
ら
、
こ
れ
に
よ
っ
て
富
代
に
於
け
る
武
城
饌

一
名
沙
店
の
位
置
は
推
定
せ
ら
れ
る
。
民
國
会
町
陸
軍
測
綸
總
局
地

岡
（
二
十
萬
分
之
一
）
河
南
「
汲
新
」
の
部
に
、
延
津
新
よ
り
東
北
行
、
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牛
子
屯
に
至
り
、
こ
ｉ
よ
り
北
々
東
に
向
ふ
路
上
、
延
津
鵬
よ
り
ほ

V
i
g
l
十
粁
の
地
黙
に
沙
店
と
名
づ
け
る
地
が
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
こ

れ
が
宋
代
の
武
城
饌
一
名
沙
店
の
地
に
あ
た
る
の
で
あ
ら
う
。

　

『
北
行
日
録
』
に
よ
る
と
、
李
固
渡
は
武
械
倣
一
名
沙
店
の
南
方
三

里
許
に
あ
る
筈
で
あ
る
。
右
の
地
岡
を
よ
く
見
る
と
、
沙
店
の
南
、

直
線
距
離
に
し
て
こ
粁
牛
程
の
所
に
老
河
庭
と
い
ふ
地
あ
り
、
。
そ
の

附
近
に
臨
河
村
ど
か
隠
南
と
か
、
魂
在
は
河
道
に
あ
北
つ
て
は
ゐ
な

い
に
も
か
ゝ
は
ら
す
、
河
に
縁
故
の
あ
る
地
名
が
残
つ
て
ゐ
る
所
よ

り
推
し
て
、
現
在
の
老
河
庭
の
附
近
を
宋
代
の
李
同
流
に
比
定
し
て

大
差
な
い
と
考
へ
る
。
な
ぼ
『
同
治
滑
礪
志
』
巻
一
二
古
跡
條
に
は

　

老
河
藁
。
傅
漢
壽
亭
侯
渡
河
處
。

と
見
え
る
。
人
或
は
老
河
庭
の
老
の
字
は
、
こ
れ
に
基
く
も
の
で
あ

ｈ
’
、
宋
代
の
彼
津
と
関
係
づ
け
る
の
’
は
牽
強
の
き
ら
ひ
あ
り
と
考
へ

る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
右
の
傅
へ
も
そ
れ
ほ
ど
せ
ま
く
考
へ

な
い
で
、
と
に
か
く
古
い
時
代
、
こ
／
>
　
1
2
浚
津
あ
り
し
こ
と
の
誼
採

で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
ら
う
。
か
く
す
れ
ば
右
の
傅
へ
そ
の
も
の

も
、
余
の
推
定
を
助
け
る
Ｉ
誼
と
な
る
で
あ
ら
う
。

一
河
水
南
徒
の
時
期
に
開
す
る
萬
貢
錐
指
の
謬
題
『
馬
貢
教
指
』
竺

三
下
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
。

　

苑
、
成
大
北
使
録
云
。
溶
州
城
西
南
有
積
水
。
若
河
。
恭
大
河
剰
水

　

也
。
按
宋
史
隆
興
再
博
和
。
以
成
大
充
金
訴
博
國
信
使
（
見
苑
成

『
大
傅
』
。
孝
宗
隆
興
之
元
、
二
即
金
世
宗
之
大
定
三
年
四
年
也
。

　

時
溶
州
城
下
を
有
剰
水
・
則
河
離
溶
滑
在
隆
興
之
前
可
知
矣
・

ど
い
つ
て
ゐ
る
が
、
苑
成
大
の
北
使
し
記
年
次
に
開
す
る
彼
の
考
定

か
ら
し
て
誤
つ
て
ゐ
る
。
草
成
大
が
金
図
へ
撞
さ
れ
七
の
は
、
和
を

　
　

請
ふ
～
め
で
は
な
く
、
命
大
定
五
牛
、
宋
乾
道
元
年
和
議
成
立
後
、

　
　

諏
宗
陵
疾
‐
の
地
の
返
還
と
、
宋
帝
が
起
立
し
て
金
の
國
書
を
う
け
る

　
　

こ
と
に
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
受
書
の
謄
の
僥
更
と
を
求
め
ん
が
化
め
で

　
　

あ
り
、
彼
の
著
『
攬
轡
録
』
に
よ
る
も
、
『
宋
史
。
』
省
三
四
本
紀
、
『
金

　
　

史
』
倦
六
一
交
聘
表
に
よ
る
も
、
宋
乾
道
六
年
、
金
大
定
十
年
ノ
（
一

　
　

一
七
〇
）
で
あ
つ
Ｉ
北
こ
と
に
疑
な
い
。
又
河
道
南
徒
の
時
期
を
『
北

　
　

使
灘
』
に
よ
つ
で
推
定
す
る
こ
と
の
早
計
で
為
る
こ
と
は
勿
論
で
あ

⑨
『
金
史
』
泰
二
五
地
理
志
山
東
西
路
済
州
管
内
郭
披
噺
條
に

　
　
　

大
定
六
年
五
月
。
徒
治
盤
溝
村
。
以
避
河
決
。

　
　

と
あ
る
に
よ
る
。

⑩
『
金
史
』
泰
二
五
地
理
志
山
東
西
路
東
平
府
１
　
内
壽
張
駆
條
に

　
　

、
大
定
七
年
河
水
腹
械
。
遷
竹
口
饌
。
一
十
九
年
復
奮
治
。

　
　

と
見
凌
る
。
竹
口
饌
は
今
の
壽
張
螺
の
西
十
五
里
に
あ
り
（
『
読
史
方
ｙ

　

‘
輿
紀
要
』
省
三
二
）
、
四
十
萬
分
之
一
『
山
東
省
詳
密
圖
』
「
東
昌
」
の

　
　

部
に
、
壽
張
螺
の
西
に
竹
口
街
と
い
ふ
地
名
が
見
え
る
が
、
こ
紅
炉

　
　

竹
口
饌
に
あ
た
る
の
で
あ
ら
う
。

⑨
『
金
史
』
泰
六
本
紀
火
定
八
年
條
に

　
　
　

六
月
河
決
李
固
渡
。
‘
水
。
入
曹
州
。

　

ヽ
と
い
ひ
、
省
三
七
河
渠
志
に

　
　
　

六
月
河
決
李
因
波
。
水
潰
曹
洲
械
。
分
流
于
草
州
之
境
。
。

　
　

と
あ
ｈ
ふ

　
　
　

大
定
八
年
城
燧
河
所
浸
。
濃
州
治
于
古
京
氏
・
麻
。

　
　

と
見
え
る
。
『
新
修
河
渾
願
志
』
巷
三
、
八
、
一
〇
、
一
八
に
は
、
常

　

－
時
の
知
州
以
趙
安
世
に
し
て
。
州
治
を
古
乗
氏
噺
に
う
つ
し
、
済
陰

－1･23 －
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順
印
も
今
の
荷
深
螺
治
を
倚
郭
と
し
北
と
い
ふ
記
載
あ
り
、
『
金
史
』

　
　

⑩

　

へ
大
定
）
二
十
年
。
河
決
街
州
及
延
津
京
束
曙
。
漫
漫
至
于
婦
徳
府

　
　

に
見
え
な
い
知
州
の
名
を
傅
へ
て
ゐ
る
の
は
興
味
深
い
。

　
　
　

な
ほ
、
大
定
八
年
に
河
決
あ
り
し
こ
と
は
、
そ
の
次
年
に
あ
た
る

　
　

⑥

　
　

宋
乾
道
五
年
に
企
一
の
中
都
に
使
し
北
棋
檜
の
『
北
行
日
録
』
に

　
　
　

詐
械
之
南
有
南
湖
。
去
歳
五
月
河
決
所
損
甚
多
。
河
水
今
具
南
湖

　
　

⑩

　
　
　

通
衝
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　

と
記
し
て
ゐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
。

⑩
右
に
掲
げ
化
『
北
行
日
録
』
の
記
事
及
び
、
襖
檎
よ
り
Ｉ
・
年
後
の
乾

　
　

道
六
年
八
月
の
頃
に
北
使
し
紅
苑
成
大
の
『
石
湖
居
士
詩
集
』
巻
一

　
　

二
に
漸
水
と
題
し

　

。

　
　
　

黄
河
舒
決
其
地
。
則
伏
流
先
出
。
名
目
漸
水
。
河
身
日
徒
而
南
。

　
　
　

過
封
丘
至
昨
城
界
中
。
已
有
漸
水
。

　
　

と
傅
へ
る
所
よ
り
み
て
、
河
水
南
徒
の
傾
向
が
こ
の
頃
一
暦
彊
く
な

　
　

っ
た
こ
と
を
知
る
で
あ
ら
う
。

⑩
『
金
史
』
省
二
七
河
渠
志
參
照
。

⑩

　
　

（
大
定
）
十
一
年
。
河
決
王
村
。
南
京
、
‐
孟
、
律
州
界
多
被
其
害

　
　
　

（
『
金
史
』
谷
二
七
河
渠
志
）

　
　
　

（
大
定
十
一
年
正
月
）
。
内
申
（
二
十
一
日
）
。
命
賑
南
京
屯
田
猛
安
被

　
　
　

水
災
者
（
『
金
史
』
巻
六
本
紀
）

⑩

　
　

（
大
定
）
十
七
年
秋
七
月
。
河
決
白
溝
（
『
金
史
』
巻
二
七
河
渠
志
）

　
　

『
金
史
』
巻
六
本
紀
、
巻
二
三
五
行
志
も
同
蓄
の
記
事
を
載
す
。
巻
二

　
　

五
地
理
志
南
京
路
開
封
府
陽
武
駆
の
條
に
、
白
溝
は
陽
武
噺
内
を
流

　
　

れ
る
河
と
し
て
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
『
讃
史
方
輿
紀
要
』
巻
四
七
河
南
開

　
　

封
府
陽
武
麻
の
條
に
よ
る
と
、
白
溝
は
噺
の
束
南
三
里
に
あ
ｈ
’
、
東

　
　

南
し
て
封
丘
螺
界
に
入
る
と
い
っ
て
ゐ
る
。
ヽ

　

（
『
金
史
』
巻
二
七
河
渠
志
）

　

大
定
二
十
一
年
十
月
。
以
河
移
故
道
。
命
築
堤
以
備
（
『
金
史
』
巻

　

二
七
河
渠
志
）

　

（
大
定
）
二
十
六
年
八
月
。
河
決
衛
州
堤
。
攘
其
城
。
…
…
…
河
勢

　

認
濫
及
大
名
（
『
金
史
』
・
巻
二
七
河
渠
志
）

　

（
大
定
二
十
六
年
八
月
）
戊
寅
（
四
日
）
。
貴
書
省
奏
。
河
決
。
復
州

　

壌
。
命
戸
部
侍
郎
王
寂
。
都
水
少
監
王
汝
嘉
。
徒
復
州
昨
城
噺

　

（
『
金
史
』
巻
八
本
紀
）

『
金
史
』
巻
二
三
五
行
志
に
も
同
轍
の
記
事
あ
り
、
更
に
巻
九
五
劉
璋

傅
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

‘

　

時
河
決
于
復
。
自
衛
抵
溝
洽
。
皆
被
其
害
。

と
い
ひ
、
巻
九
七
張
大
節
傅
に
「
河
決
於
復
。
横
波
河
東
」
と
あ
り

又
『
祓
山
駆
志
』
巻
八
蘭
文
上
武
威
郡
侯
段
鐸
墓
表
（
張
萬
公
撰
）
に

「
世
宗
皇
帝
駕
幸
上
京
。
以
（
厄
従
の
）
笏
授
同
知
棲
州
防
禦
使
事
。

時
河
決
滑
復
間
。
故
相
劉
璋
祚
公
督
役
…
…
」
と
見
え
る
の
も
す
べ

て
こ
の
時
の
河
決
に
闘
す
る
記
載
で
あ
る
。
な
ほ
、
劉
璋
傅
に
よ
る
・

と
、
そ
の
翌
年
に
は
河
は
も
と
に
復
し
仁
こ
と
炉
知
ら
れ
る
。

一
備
州
徒
治
に
閥
す
る
金
史
本
紀
の
誤
傅
一
『
金
史
』
巻
八
本
紀
に
よ
る

と
、
大
定
二
十
六
年
八
月
戊
寅
條
に

　

命
戸
部
侍
郎
王
寂
。
都
水
少
監
王
汝
嘉
徒
復
州
昨
城
噺
。

と
見
え
る
が
、
こ
れ
に
は
少
々
疑
問
が
あ
る
。
倦
二
五
地
理
志
河
北

西
路
衛
州
條
に
よ
る
と

　
　
　
　
　

。

　

治
汲
眠
…
…
大
定
二
十
六
年
八
月
以
避
河
患
徒
於
共
城
。
二
十
八

　

年
復
奮
治
・
貞
祐
二
年
七
月
城
宜
村
・
三
年
五
月
拓
治
于
宜
村
新

24-



25

　
　
　

紋
・
以
昨
皺
寫
倚
郭
。

　
　

ｔ
こ
あ
り
、
叉
倦
二
七
河
。
渠
志
を
見
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’

　
　
　

初
崔
州
届
河
水
所
艇
。
乃
命
槽
築
蘇
門
。
遜
其
州
治
。
至
二
十
八

　
　
　

岸
水
息
。
居
民
稽
逍
。
皆
不
楽
遜
。
・
ご
・
：
乃
不
遷
州
。
‐

　

ｊ

　
　

と
い
ひ
、
省
九
七
康
元
弼
傅
に
も
同
様
の
記
載
が
あ
る
。
地
理
志
衛

　
　

州
蘇
門
の
條
に
よ
｀
る
と
、
蘇
門
は
大
定
二
十
六
年
の
常
時
に
は
共
妓

　
　

と
呼
ば
れ
仁
こ
と
が
明
か
で
あ
る
か
ら
、
大
定
二
十
六
年
衛
州
徒
治

　
　

に
閥
す
る
地
理
志
の
記
載
と
河
渠
志
の
記
載
と
は
符
合
す
る
。
印
ち

　
　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
大
定
二
十
六
年
八
月
、
河
患
を
避
け
ん
が
た
め
に

　
　

常
時
の
衛
州
治
れ
る
汲
新
よ
り
移
つ
記
の
は
共
城
即
ち
後
の
蘇
門

　
　

｛
今
河
南
輝
新
｝
で
あ
ｂ
、
二
十
八
年
に
薗
治
に
帰
り
、
貞
縮
二
年
七

　

。
月
に
は
宜
村
（
今
河
南
延
津
新
西
北
）
に
移
り
、
更
に
三
年
五
月
に
は

　
　

宜
村
新
城
ゝ
印
ち
昨
妓
新
治
、
宜
村
の
北
）
に
移
つ
北
こ
と
之

　
　

本
紀
に
、
大
定
二
十
六
年
八
月
、
衛
州
治
を
祚
妓
に
う
つ
し
た
と
い

　
　

ふ
の
と
一
致
し
な
い
が
、
地
理
志
、
河
渠
志
の
記
載
が
符
合
す
｀
Ｑ
所

　
　

よ
り
推
し
て
、
本
紀
が
誤
謬
を
犯
し
た
の
で
あ
る
と
判
定
す
る
。
本

　
　

紀
が
誤
り
を
犯
し
仁
の
は
、
貞
一
哺
三
年
五
月
、
衛
州
治
を
宜
村
新
城

　

『
（
昨
城
新
治
）
に
う
つ
し
た
事
賞
と
混
同
し
た
の
で
あ
ら
う
。
な
ほ
、

　
　

地
理
志
衛
州
祚
妓
新
の
條
に

　
　
　

貞
肺
五
年
五
月
届
衛
州
倚
郭
。

　
　

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
三
年
の
誤
と
認
め
ら
れ
る
。

⑩

　

大
定
二
十
九
年
。
河
決
會
、
股
間
。
瀕
水
者
多
塾
溺
。
朝
廷
遣
元

　
　
　

弼
往
説
。
相
其
地
如
会
。
而
城
在
益
中
。
水
易
届
害
。
請
命
於
朝

　
　
　

以
徒
之
｀
。
卒
改
築
於
北
原
。
曹
人
頼
焉
（
『
金
史
』
巷
九
七
康
元
弼

　
　
　

傅
）

⑩
７
史
』
’
巻
入
本
紀
は
大
定
二
十
九
年
條
に

　
　
　

（
五
月
）
戊
午
（
二
十
九
日
）
…
…
河
溢
曹
州
。
・

　
　

と
い
ふ
記
。
載
を
褐
げ
て
ゐ
る
。
し
か
る
に
泰
二
三
五
行
志
に
は

　
　
　

六
月
。
曹
州
河
溢
。

　
　

と
い
う
て
、
こ
れ
と
一
月
の
相
遼
が
あ
る
。
泰
二
七
河
渠
友
を
見
る

　
　
　

五
月
。
河
溢
于
曹
州
小
堤
之
北
。
六
月
上
論
有
司
日
。
比
聞
五
月

　
　
　

二
十
八
日
河
溢
Ｑ
而
所
報
文
字
如
雌
稽
滞
。

　
　
　
　

Ｉ
Ｉ
Ｉ

　
　

と
あ
る
か
ら
、
河
が
氾
濫
し
た
の
は
五
月
の
こ
と
、
五
行
志
に
六
月

　
　

と
あ
る
は
、
印
も
報
告
が
朝
廷
に
達
し
北
時
期
一
’
に
Ｉ
あ
る
。

◎
『
金
史
』
泰
二
七
河
渠
志
。

⑩
『
金
史
』
泰
一
〇
本
紀
明
昌
五
年
八
月
條
に

　
　
　

壬
子
（
十
月
）
。
河
決
陽
武
放
堤
。
瀧
封
丘
河
東
。

　
　

と
い
ひ
、
河
渠
志
及
び
倦
九
五
馬
瑛
傅
に
も
同
様
の
記
事
が
あ
る
。

　
　

し
か
し
こ
れ
だ
け
の
記
載
で
は
、
河
が
梁
山
渫
に
注
ぎ
、
そ
れ
よ
.
I
^
^

　
　

南
北
海
飼
に
分
れ
と
こ
と
は
知
り
得
な
い
。
こ
れ
を
傅
へ
仁
の
は
金

　
　

履
祚
の
『
費
治
通
鑑
前
編
』
巻
一
で
あ
る
。

　

、
至
紹
煕
甲
寅
（
印
ち
金
明
昌
五
年
）
南
連
大
野
（
印
ち
梁
山
渫
）
。
弁

　
　
　

行
泗
水
以
入
于
淮
。
於
是
有
南
北
海
河
之
分
。
北
海
河
印
沖
（
膚

　
　
　

に
同
じ
）
水
故
道
。
南
海
河
井
泗
入
淮
。
今
淮
安
之
西
二
十
里
。

　
　
　

對
岸
清
河
口
是
也
（
『
串
祀
堂
叢
書
』
本
に
捺
ス
こ

　
　

と
あ
る
。
『
禍
貢
錐
指
』
は
巻
一
三
下
に
こ
れ
を
引
き

　
　
　

按
宋
光
宗
紹
煕
五
年
甲
寅
印
金
章
宗
之
明
昌
五
年
也
。
是
歳
河
徒

　
　
　

自
瘍
武
配
東
。
歴
延
津
、
封
丘
、
長
垣
、
蘭
陽
、
東
明
、
曹
州
、

　
　
　

淮
州
、
郷
城
、
苑
噺
諸
州
螺
界
中
。
至
壽
張
注
梁
山
浹
。
分
鴛
二

25－
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派
。
北
派
由
北
海
河
入
海
。
今
大
海
河
自
乗
単
簡
乗
阿
、
平
陰
、

　
　
　
　

代
耕
者
如
之
云
々

　
　
　

長
流
、
喪
河
、
歴
城
、
済
陽
、
喪
乗
、
武
定
、
青
妓
、
淡
州
、
蒲

　
　
　

と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

　
　
　

磋
。
至
利
津
新
入
海
者
是
也
。
南
淡
由
南
海
河
入
淮
。
印
泗
水
故

　

⑩

　

方
大
兵
團
（
婦
徳
）
城
。
議
決
鳳
池
大
橋
水
以
護
城
。
都
水
官
言
。

　
　
　

道
。
今
會
通
河
自
東
平
歴
汝
上
、
嘉
祚
、
済
寧
・
。
合
泗
水
至
海
河

　
　
　
　

去
歳
河
決
敷
游
増
。
時
曾
以
水
平
量
之
。
其
地
具
城
中
龍
興
塔
平
。

　
　
　

新
入
淮
者
是
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

果
決
此
口
則
無
城
矣
。
及
大
兵
至
。
不
得
巳
泄
招
撫
陳
貴
往
決
之
。

　
　

と
い
つ
て
ゐ
る
が
、
従
ふ
べ
き
推
定
で
あ
ら
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

晦
出
門
篤
游
騎
所
妙
。
無
一
返
者
。
三
月
壬
午
朔
攻
城
。
不
能
下
。
Ｊ

⑩
｀
拙
稿
「
黄
河
々
道
を
逡
る
金
宋
交
渉
」
（
本
誌
第
二
巻
第
四
胱
）
註
の

　
　
　
　

大
軍
中
有
敞
決
河
之
策
者
。
主
僣
従
之
。
河
既
決
。
水
従
西
北
而

　
　

參
９
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

下
至
城
西
南
。
人
故
撒
水
道
。
城
反
以
水
篤
岡
。
求
献
策
者
欲
殺

＠
『
金
史
』
巷
二
五
地
理
容
南
京
路
唯
州
考
城
新
の
條
に
「
黄
河
」
あ
り

　
　
　
　

之
。
而
不
知
所
在
（
『
金
史
』
巻
一
一
六
石
虚
女
稗
欲
傅
正
大
九
年

　
　

と
見
え
、
婦
徳
府
楚
丘
新
條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の
記
載
）

　
　
　

國
初
隷
曹
州
。
海
陵
後
来
腸
。
興
定
元
年
以
限
河
不
便
。
改
隷
単

　

○

　

途
遣
完
顔
峰
斤
。
出
郡
公
茂
等
。
部
兵
萬
人
。
開
短
堤
決
河
水
以

　
　
　

州
ｏ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岡
京
城
。
功
未
畢
。
而
騎
兵
奄
至
。
麻
斤
等
皆
被
害
（
『
金
史
』
巻

　
　

と
い
ひ
、
単
州
場
山
新
條
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
内
族
白
撤
傅
）

　
　
　

興
定
元
年
以
限
河
不
便
。
改
隷
婦
徳
府
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

巻
一
七
本
紀
は
正
大
九
年
正
月
壬
午
朔
に
同
様
の
記
事
を
載
す
。
。

　
　

と
あ
-
ｃ
＾
、
又
巻
一
〇
二
完
顔
綱
傅
に
、
元
光
二
年
二
二
二
五
）
の
こ

　
　

⑩

　

貴
書
省
奏
…
…
腐
謂
河
南
地
廣
人
稀
（
『
金
史
』
巻
四
七
食
貨
志
田

　
　

と
ｘ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

制
大
定
二
十
九
年
八
月
條
）

　
　
　

綱
云
。
陽
山
北
近
大
河
。
南
近
作
堤
。
東
西
三
百
里
。
大
河
分
派

　
　
　
　

是
時
（
大
定
四
年
）
河
南
、
腕
西
八
徐
、
海
以
南
。
屡
纒
兵
革
。
人

　
　
　

其
間
。
乾
灘
泥
沖
。
歩
騎
倶
不
可
行
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

稀
地
廣
。
薦
菜
満
野
…
…
…
此
古
所
謂
寛
郷
也
。
中
部
、
珂
北
、

　
　

と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

河
東
、
山
東
久
被
撫
寧
。
人
柵
地
窄
。
寸
土
悉
墾
…
…
此
古
所
謂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

Ｓ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

ふ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

！

⑩
『
４
史
』
巷
一
六
本
紀
興
定
四
年
八
月
乙
亥
條
に
「
上
論
宰
臣
日
。
河

　
　
　
　

狭
郷
也
（
『
閑
閑
老
人
潜
水
文
集
』
保
大
軍
節
度
使
梁
公
墓
銘
）

　
　

南
水
田
。
唐
郡
尤
甚
」
と
い
ひ
、
巻
四
七
食
貨
志
田
制
興
定
四
年
の

　
　

⑩
仁
井
田
陸
博
士
『
唐
令
拾
逍
』
田
令
第
二
十
二
に

　
　

條
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ｙ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

諸
田
。
儒
水
侵
射
。
不
依
奮
法
。
新
出
之
地
。
先
給
被
侵
之
家
。

　
　
　

又
河
南
水
災
。
鎧
戸
太
牛
。
田
野
荒
蕪
。
恐
賦
入
少
而
國
用
乏
。

　
　
　
　

若
割
新
界
新
出
。
依
牧
授
法
。
其
両
岸
異
管
。
従
正
法
篤
断
。
若

　
　
　

途
命
唐
、
那
、
裕
、
察
、
息
、
壽
、
穎
、
毫
及
婦
徳
府
被
水
田
巳

　
　
　
　

合
隔
越
受
田
者
・
不
取
叫
″
此
令
・

　
　
　

福
者
布
種
。
。
未
勝
者
種
稲
。
復
業
之
戸
免
本
租
及
。
一
切
差
登
。
能

　
　
　

と
あ
り
、
以
下
『
宋
刑
統
≒
宋
慶
元
田
令
、
『
慶
元
條
法
事
類
』
の
令
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文
を
■
a
i
載
録
し
て
ゐ
。
る
０
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

う

⑩
仁
井
田
陛
、
牧
野
巽
雨
氏
（
故
唐
律
疏
塵
製
作
年
代
考
’
下
）
」
（
『
東

　
　

方
學
報
』
東
京
第
二
）
參
照
。

＠
『
漢
書
』
帚
二
九
溝
池
客
参
照
。

⑩
『
金
史
』
泰
四
七
食
貨
志
田
制
條
を
見
る
と
’

　
　
　

凡
官
地
。
猛
安
謀
克
及
貧
民
騎
射
者
。
寛
郷
一
Ｔ
百
畝
。
狭
郷
十

　
　
　

畝
。
中
男
牛
之
。
騎
射
荒
地
者
。
以
最
下
第
五
等
減
牛
定
租
。
八

　
　
　

年
始
徴
之
。
作
巳
業
者
。
以
第
七
等
減
牛
儒
視
。
七
年
始
徴
之
。

　
　
　

自
首
冒
佃
比
鄭
地
者
。
輪
官
租
三
分
之
二
。
佃
黄
河
辺
灘
者
次
年

　
　

。
納
租
。

　
　

と
定
め
ら
れ
て
ゐ
る
が
、
泰
和
八
年
に
至
り
、
戸
部
肯
書
高
汝
礪
が

　
　

免
租
の
期
間
を
短
縮
せ
ん
と
上
言
し

　
　
　

今
請
佃
者
可
免
三
年
。
作
巳
業
者
免
一
年
。
自
首
冒
佃
井
請
退
灘

　
　
　

地
。
並
令
営
年
輪
租
。
…
…
…

　
　

と
い
っ
た
と
見
え
、
泰
四
七
食
貨
志
租
賦
の
條
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が

　
　

詔
と
し
て
妾
せ
ら
れ
仁
こ
と
を
知
る
の
で
あ
る
。

⑩
『
元
史
』
巻
六
五
河
某
志
二
黄
河
條
に
も

　

ｙ

十
八
年
九
月
に
賀
宋
生
日
使
に
な
っ
た
こ
と
が
巻
七
本
紀
に
よ
っ
て

知
ら
れ
る
か
ら
、
大
定
十
七
年
六
月
以
降
、
、
ｆ
八
年
九
月
ま
で
の
間

で
み
る
と
考
’
へ
ら
れ
る
。
巻
四
七
食
貨
志
田
制
條
に

　

（
大
定
十
九
年
）
十
二
月
。
１
　
宰
臣
目
。
亡
遼
時
所
撥
地
。
奥
本
朝

　

元
帥
府
已
曾
梅
籍
矣
　
０
民
或
指
射
儒
無
主
地
租
佃
。
及
新
開
荒
鴛

　

巳
業
者
。
可
以
拘
括
。
其
間
播
種
歳
久
。
若
逮
奪
之
。
恐
民
厦

　

。
業
。
因
詔
括
地
官
。
張
九
思
戒
之
’
。
復
調
宰
臣
曰
。
腰
間
。
括
地
事

　

所
行
極
不
富
。
如
皇
后
荘
、
太
子
務
之
類
。
止
以
名
将
便
儒
官

　

地
。
百
姓
所
執
憑
験
一
切
不
問
。
其
相
郷
冒
占
官
地
。
復
有
幸
免

　

者
。
能
使
軍
戸
稽
給
。
民
不
失
業
。
乃
腰
之
心
也
。

と
い
ぴ
、
同
大
定
二
十
二
年
條
及
び
巻
九
〇
張
九
思
傅
に
も
同
様
の

記
載
あ
り
、
括
地
の
目
的
、
賞
行
方
法
、
括
地
の
際
に
於
け
る
張
九

思
の
失
富
等
の
事
柄
を
知
り
得
る
。

　

な
ほ
、
巻
一
二
九
晋
持
國
傅
に
「
累
調
博
野
噺
丞
。
上
書
者
言
。

民
間
胃
占
官
地
。
如
太
子
務
、
大
王
荘
。
非
私
家
所
宜
有
。
部
委
持

國
按
蔓
之
。
持
國
写
一
５
此
地
自
異
代
已
ａ
ｓ

a
ｓ
有
。
不
可
取
也
Ｊ
事

遼
換
」
と
見
え
る
の
も
こ
の
時
の
こ
と
で
あ
ら
う
。

仁
宗
延
碕
元
年
八
月
。
河
南
等
處
行
中
書
省
言
。
黄
河
涸
露
げ
奮

　

⑩
猛
安
謀
克
戸
貧
困
化
の
理
由
、
そ
の
救
済
方
法
に
閥
す
る
記
載
は
、

　
　

・
水
泊
汗
地
。
多
総
勢
家
所
禄
。
忽
遇
乏
濫
。
水
無
所
滞
。
逞
致
燧

　
　
　

害
。
由
此
親
之
。
涙
河
犯
人
。
人
自
犯
之
。

　
　

と
み
え
る
ｏ
河
灘
の
地
が
。
雄
勢
家
に
占
嫁
せ
ら
れ
た
心
は
、
金
代
だ

　
　

け
で
は
な
い
。
’
他
に
も
か
う
し
仁
事
例
は
多
い
こ
と
ｓ
恩
は
れ
る
。

＠
土
地
調
査
の
時
期
は
、
『
金
史
』
巻
四
七
食
貨
志
田
制
條
に
よ
る
と
、

　
　

こ
れ
に
闘
す
る
記
載
が
、
大
定
十
九
年
二
月
の
記
事
の
前
、
羊
七
年

　
　

六
月
の
記
事
の
後
に
あ
り
、
又
そ
の
時
局
括
地
官
で
あ
る
張
九
恩
社

　
　

三
上
次
男
學
士
「
金
代
中
期
に
於
け
る
猛
安
謀
克
戸
」
（
『
史
學
雑
誌
』

　
　

第
四
八
巻
第
九
、
一
〇
編
）
に
Ｉ
庶
畢
げ
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
、
こ
ｘ

　
　

に
は
繰
返
さ
な
い
。
該
論
文
を
參
照
せ
ら
れ
た
い
。

⑩
『
斉
乗
』
岩
二
山
川
大
清
河
の
條
、
『
漬
史
方
輿
紀
要
』
泰
三
三
山
東

　
　

四
克
州
府
済
寧
州
銀
野
嘱
池
野
渾
の
條
、
及
び
東
苓
州
梁
山
の
條
、

　
　

『
嘉
慶
重
修
一
。
統
志
』
泰
一
六
五
兌
州
府
梁
山
渫
條
１
　
照
。
・
宋
の
徽
宗

　
　

詩
代
の
宦
者
楊
俄
の
傅
（
『
宋
史
』
泰
四
六
八
）
I
　
)
よ
t
Ｏ
-
≫
Ｊ
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ｙ

　
　
　

梁
山
瀕
古
飯
野
洋
。
綿
互
数
百
里
。
済
、
邪
欲
州
頼
其
蒲
魚
之
利
。

　
　

と
あ
り
、
北
宋
末
に
於
け
る
そ
の
廣
大
さ
を
傅
へ
る
。
金
初
に
於
て

　
　

も
か
な
り
廣
大
な
も
の
で
あ
っ
む
こ
と
が
想
像
せ
ら
れ
る
。
邦
人
の

　
　

梁
山
渫
方
面
踏
査
記
と
し
て
は
、
簡
単
で
は
あ
る
が
原
村
幸
夫
氏
「
梁

　
　

山
渫
と
諸
家
荘
」
（
『
文
薦
春
秋
』
昭
和
十
三
年
三
月
胱
随
筆
）
が
あ
り
、

　
　

そ
の
現
状
が
知
り
得
ら
れ
る
。

⑥
拙
稿
「
洒
像
の
脊
國
を
中
心
と
し
て
槻
記
る
金
宋
交
渉
」
（
『
満
蒙
史

　
　

諭
叢
』
第
一
）
補
註
云
）
參
照
。

＠
『
金
史
』
悠
一
二
九
佞
幸
傅
中
の
李
通
の
傅
に
、
海
陵
王
の
南
伐
に

　
　

闘
す
る
記
事
を
掲
げ
、
そ
の
中
に

　
　
　

是
時
梁
山
渫
水
漬
。
先
造
戦
船
不
得
迦
。

　
　

と
あ
る
か
ら
、
少
く
と
も
正
隆
年
間
ま
で
は
舟
行
可
能
の
状
恚
に
あ

　
　

っ
仁
。
・
故
に
、
乾
燥
し
て
耕
作
し
得
る
様
に
な
っ
た
の
は
世
宗
の
大

　
　

定
年
間
に
入
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
と
考
へ
ら
れ
る
。

⑩

　
　

（
世
宗
）
又
謂
宰
臣
日
。
山
東
路
所
括
民
田
。
已
分
給
女
直
屯
田
人

　
　
　

戸
。
復
有
籍
官
閑
地
。
依
元
数
量
民
。
仙
免
租
税
（
『
金
史
』
悠
四

　
　
　

七
食
貨
志
田
制
條
大
定
二
十
一
年
條
）

　
　
　

山
東
刷
民
田
。
巳
分
給
女
直
屯
田
戸
。
鍬
有
銘
地
。
雷
以
Ｍ
民
而

　
　
　

免
是
歳
之
租
（
同
右
）

⑩

　

又
命
招
復
梁
山
渫
流
民
。
官
給
以
田
『
屋
史
』
巻
四
七
食
貨
志
田

　
　
　

制
條
大
定
二
十
二
年
條
）

＠
⑩
參
照
。

＠

　

御
史
畳
奏
。
大
名
、
済
州
。
閃
刷
梁
山
渫
官
地
。
或
有
以
民
地
被

　
　
　

刷
者
（
『
金
史
』
倦
四
七
食
貨
志
田
制
偉
大
定
二
十
一
年
條
）

　
　
　

時
人
戸
有
執
契
様
指
墳
堀
篤
験
者
。
亦
拘
在
官
。
先
委
恩
州
刺
史

　
　
　

葵
晦
招
之
。
復
鐙
安
粛
州
刺
史
張
國
基
験
官
給
之
。
如
巳
撥
係
猛

　
　
　

安
則
償
以
官
田
（
同
右
大
定
二
十
二
年
條
）

⑩
埃
防
軍
の
説
明
は
『
を
史
』
巻
四
四
兵
志
に
「
所
謂
銀
防
軍
則
諸
軍

　

゛
中
取
以
更
代
戌
逡
者
也
」
と
あ
る
。

⑩
三
上
、
外
山
「
金
正
隆
大
定
年
間
に
於
け
る
契
丹
人
の
叛
乱
（
下
）
」

　
　

（
『
東
洋
學
報
』
第
二
六
巻
第
四
胱
）
六
六
頁
參
・
照
。

⑩
『
金
史
』
巻
一
二
章
宗
本
紀
泰
和
六
年
十
一
月
條
に

　
　
　

乙
酉
。
詔
屯
田
軍
戸
。
拠
所
居
民
ｍ
昏
閃
者
聴
。

　

’

　
　

と
あ
り
、
泰
和
六
年
に
至
り
、
再
び
屯
田
軍
戸
と
漢
人
と
の
通
婚
の

　
　

許
可
炉
出
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
地
域
的
に
更
に
廣
範
園
に
互
る
も
の

　
　

で
あ
る
こ
と
は
明
か
で
あ
る
が
、
明
昌
二
年
の
そ
れ
が
成
功
を
牧
め

　
　

記
か
も
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
明
昌
二
年
の
そ
れ
が
事
官
あ
ま
り
行

　
　

は
れ
な
か
つ
た
か
ら
、
今
一
度
繰
返
し
記
の
で
あ
る
と
考
へ
た
い
。

⑩
『
金
史
』
倦
二
七
河
渠
志
一
明
昌
五
年
四
月
條
に
、
田
楳
が
河
防
に
つ

　
　

い
て
上
言
し
た
際
、
章
宗
が
參
知
政
事
脊
持
國
に
論
し
た
語
の
中
に

　
　
　

如
棟
所
言
…
…
疸
徒
軍
戸
四
千
。
則
不
篤
鼓
。

　
　

と
あ
る
に
よ
つ
て
察
せ
ら
る
。

◎
『
金
史
』
巻
二
七
河
渠
志
明
昌
五
年
條
參
照
。

⑥
◎
參
照
。

⑩
拙
稿
「
金
章
宗
跨
代
に
於
け
る
北
方
経
略
と
宋
と
の
交
戦
」
（
『
満
蒙

　
　

史
論
叢
』
第
三
）
４
篇
參
照
。

⑩
『
金
史
』
巻
四
七
食
貨
志
田
制
、
巻
一
〇
七
高
汝
礪
傅
、
陳
規
傅
等
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

｀

　
　
　
　

（
昭
和
十
五
年
十
月
二
十
八
日
稿
了
）

本
篇
の
歴
史
地
理
的
事
項
に
関
に
て
は
森
鹿
三
學
士
の
御
助
言
を
う
け
記
。

こ
Ａ
　
"
感
謝
の
意
を
捧
げ
た
い
。
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